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文 教 福 祉 常 任 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  平成３１年３月１５日（金曜日）                 午前１０時 １分 開議 

場 所  水戸市議会 第３委員会室                    午後 ３時４８分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 議案第４号，議案第１３号，議案第１４号，議案第１５号，議案第１６号，議案第２０号，議案第２６号 

 中第１表中歳出中第３款中文教福祉委員会所管分，第４款中文教福祉委員会所管分，第９款及び第１０款 

 中文教福祉委員会所管分並びに第２表継続費中第３款及び第１０款中文教福祉委員会所管分並びに第３表 

 債務負担行為中文教福祉委員会所管分，議案第２７号，議案第３４号，議案第３５号，議案第３６号，議 

 案第４０号，議案第４１号，議案第４３号中第１表中歳出中第３款，第４款中文教福祉委員会所管分及び 

 第１０款中文教福祉委員会所管分並びに第２表継続費補正中第４款中文教福祉委員会所管分及び第１０款 

 中文教福祉委員会所管分 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 議案審査 

  ① 議案第 ４号 水戸市手話言語その他の障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条

例 

  ② 議案第１３号 水戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

  ③ 議案第１４号 水戸市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例 

  ④ 議案第１５号 水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一

部を改正する条例 

  ⑤ 議案第１６号 水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

  ⑥ 議案第２０号 水戸市総合教育研究所条例の一部を改正する条例 

  ⑦ 議案第２６号 平成３１年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第３款（民生費）中文教福祉委

員会所管分，第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分，第９款（消防費）及び第

１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分並びに第２表継続費中第３款（民生費）

及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分並びに第３表債務負担行為中文教

福祉委員会所管分 

  ⑧ 議案第２７号 平成３１年度水戸市国民健康保険会計予算 

  ⑨ 議案第３４号 平成３１年度水戸市介護保険会計予算 

  ⑩ 議案第３５号 平成３１年度水戸市介護サービス事業会計予算 

  ⑪ 議案第３６号 平成３１年度水戸市後期高齢者医療会計予算 

  ⑫ 議案第４０号 水戸城大手門復元整備工事請負契約の変更について 
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  ⑬ 議案第４１号 水戸城二の丸角櫓復元及び土塀整備工事請負契約の変更について 

  ⑭ 議案第４３号 平成３０年度水戸市一般会計補正予算（第６号）中第１表中歳出中第３款（民生 

           費），第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福 

           祉委員会所管分並びに第２表継続費補正中第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管 

           分及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分 

２ 出席委員（６名） 

  委 員 長   高  倉  富 士 男  君   副 委 員 長   綿  引     健  君 

  委   員   田  中  真  己  君   委   員   小  泉  康  二  君 

  委   員   木  本  信 太 郎  君   委   員   袴  塚  孝  雄  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（３名） 

  議   長   田  口  米  蔵  君   議   員   安  藏     栄  君 

  議   員   松  本  勝  久  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 秋  葉  宗  志  君   

保健福祉部長 
兼福祉事 務 
所 長 

大 曽 根  明  子  君 
福祉事務 所 
参 事 兼 
福祉総務課長 

小  山     忠  君 

福祉事務 所 
参 事 兼 
子ども課 長 

柴  﨑  佳  子  君 
保健福祉 部 
参 事 兼 
国保年金課長 

川  津  英  臣  君 

生活福祉課長 櫻  井     学  君 障害福祉課長 平  澤  健  一  君 

高齢福祉課長 野  口  奈 津 子  君 介護保険課長 荻  沼     学  君 

保健センター 
所 長 

小  林  か お り  君 
保健所準 備 
課 長 

小  林  秀 一 郎  君 

消 防 長 根  本  一  夫  君 消 防 次 長 石  川     隆  君 

消防次長 兼 
北消防署 長 

小  泉  直  紀  君 消防本部参事 鈴  木     豊  君 

消防本部参事 小  川  喜  実  君 南消防署長 大  越  唯  行  君 

消防総務課長 勝  村  俊  則  君 火災予防課長 大  内  康  弘  君 

消防救助課長 箕  輪  重  美  君 救 急 課 長 石  田  宏  一  君 

教 育 長 本  多  清  峰  君 教 育 部 長 増  子  孝  伸  君 

教育委員 会 
事務局教育部 
参 事 

川  俣     智  君 

教育委員 会 
事務局教育部 
参 事 兼 
教育企画課長 

三  宅     修  君 
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教育委員 会 
事務局教育部 
参 事 兼 
幼児教育課長 

鈴  木     功  君 

教育委員 会 
事務局教育部 
参事兼内 原 
中央公民館長 

五  上  義  隆  君 

総合教育研究 
所 長 

萩  谷  孝  男  君 学校管理課長 鎮  目  英  俊  君 

学校保健給食 
課 長 

大  和  敦  子  君 学校施設課長 塙     敏  之  君 

生涯学習課長 大  澤  秀  樹  君 
歴史文化 財 
課 長 

白  石  嘉  亮  君 

中央図書館長 松  本     崇  君 
総 合 教 育 
研究所副所長 

小  川  佐 栄 子  君 

６ 事務局職員出席者 

議 事 課 長 永  井  誠  一  君 書 記 矢  吹  友  鏡  君 

 



－4－ 

午前１０時 １分 開議 

○高倉委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 本日の日程は，議案第４号ほか１３件であります。 

 お諮りいたします。この際，当委員会に付託となっております議案第４号ほか１３件を一括議題といたし

たいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 御異議なしと認め，一括議題といたします。 

 それでは，付託議案については一通りの説明を受けておりますので，これより，各議案について順次質疑

を行ってまいりたいと思います。 

 初めに，議案第４号 水戸市手話言語その他の障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条

例について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 質問させていただきます。 

 昨日，制定理由の説明で，全ての障害者が意思疎通手段についての選択の機会が確保されるようにすべき

であるということで，この条例制定を機にそうした環境が充実することを私としても望みながら，幾つか質

問をさせていただきたいと思うんですが，第２条に定義というものがあります。意思疎通手段の種類として，

手話を含む言語，文字表記，点字，音声，平易な言葉等があります。あわせて意思疎通手段─それらを

支援する人たちとして手話通訳者や要約筆記者等が列挙されているんですけれども，現在の水戸市における

こうした環境というのは，どの程度整っているのかということをお聞きしたいと思います。 

 そうした障害をお持ちの方が，そうした手段を希望した場合に，不足なく提供ができているのか，そう

いった現状をまずお聞きしたいと思います。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 意思疎通支援者といたしまして代表的なものといたしまして，手話通訳者，要約筆記者並びに点字奉仕員

等がございます。手話通訳者につきましては，平成２９年度実績で２０名ございます。要約筆記者につきま

しては，同じく２９年度実績で市内に１３名ほどございます。それと，点字奉仕員につきましては，市内に

限ったことではないんですけれども，茨城県視覚障害者協会のほうで把握している点訳奉仕員といたしまし

て８３名ほどの登録をいただいているという状況でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうしますと，手話通訳を希望される方がそうした支援者を連れて，例えばどこかの講演会で

すとか，いろんな場面に出ていくというようなことがあるんだろうと思うんですけれど，そうした場合は基

本的にボランティアなのか，それとも何か報酬的なものがあるのか，また，その要請数に対して，今おっ

しゃった人数で充足しているのかというあたりはどうなんでしょうか。 
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○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 手話通訳者，要約筆記者に限りましては，派遣事業がございます。こちらは１時間当たり，単価といたし

まして３,０００円に決まっておりまして，その単価に基づいて要約筆記者並びに手話通訳者の方に，それ

ぞれの要望，需要に応じまして派遣を実施しておるところでございます。 

 平成２９年度実績の派遣状況でございますが，手話通訳者に限りまして２９９件，要約筆記者に限りまし

ては４０件というような派遣状況になってございます。御申請いただいた派遣につきましては，お断りする

ような状況はございませんので，現状のそれぞれ登録いただいている奉仕員の方々で需要を満たしている状

況であると考えております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 大体わかりましたけれども，今回，この条例をつくってさらに推進しようということなわけで，

そうしますと，基本的にそうした支援者も当然お年を召されるわけなので，不足のないように支援者を日常

的に養成するということも当然必要になってくるんだろうと思うんですが，そうした環境を何か拡充する方

策があるのかということと，それから，Ａ４横版の水戸市の当初予算の概要というのを議案と同時に，私た

ちいただいておりますけれども，その中で，コミュニケーションボードを購入したり，点字メニューの作成

をする事業者等を支援するということで１００万円の予算が平成３１年度予算に入っているようなんですけ

れども，市役所として具体的に，そうした障害をお持ちのお客さん，市民も来庁を当然するんだというふう

に思いますけれども，そうした環境を率先して充実するというような具体策として何かあれば，計画をお示

しいただきたいと思います。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 手話通訳者，要約筆記者につきましては，既存の派遣事業につきまして予算の規模を拡大してまいりまし

て，より多くの派遣の申請に対応してまいりたいと考えております。あわせまして，意思疎通支援の部分で

予算を要求させていただいておりまして，その中で窓口担当課等への筆談ボード等の設置を考えておるとこ

ろでございます。あわせまして，事業者への意思疎通ツール，これは点字メニューですとか，同じようにコ

ミュニケーションボード等でございますけれども，コミュニケーション，意思疎通に関する部分といたしま

して予算を要求させていただいているところでございます。 

 意思疎通の部分とは別に，障害の状態に応じまして，合理的配慮を提供する事業者の方に対しての助成事

業といたしまして，別枠で予算を要求させていただいておるところでございます。ですので，意思疎通支援

の部分とその他の事業者等への助成事業ということで，２段構えで予算要求をさせていただいておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 わかりました。 

 合理的配慮のほうでは，確かにスロープとか手すりを設置する事業者支援としての１６０万円の予算が計



－6－ 

上されているようですので，その点もあわせて理解をいたしました。 

 市役所が当然率先してやるんですけれども，市民の責務だとか事業者の責務というものも，第５条，第

６条というふうに書いてあるわけですね。レストランに行ってメニューがわからなかったり，メニューは文

字としてはわかっても，どういうものなのかわからなかったりというようなことは当然起きると思うので，

そうした形で，その事業者にこの条例制定を受けた，そういったコミュニケーションボードなり，いろんな

形での手段の充実というものをどのように周知していくのかということになるんだと思うんですが，その具

体的な方法というのは何かお考えがあるんでしょうか。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 条例の施行に伴いまして，周知啓発等に関しましては，周知啓発のためのパンフレット並びにチラシ等を

作成してまいる予定でございます。 

また，事業者の方に対しましては，商工会議所等と連携をいたしまして，条例の内容に伴う周知の徹底に努

めてまいりまして，助成事業の利用の促進並びに障害者の方を雇用した場合に御配慮いただく内容につきま

して，丁寧な御説明をしてまいりたいと考えております。 

○田中委員 私からは以上です。 

○高倉委員長 ほかにございますか。 

 木本委員。 

○木本委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども，今回，この条例を制定するということは大変すばらし

いことだと思うんですが，前もお話ししましたとおり，今年は国体が行われて，その後，ゆめ大会─い

わゆる障害者スポーツ大会があるということで，障害の特性にもよりますけれども，多くのそういった関係

の方が来る，そういった時期でございます。 

 水戸市は観光の地として，もちろん県の施設もありますけれども，多くの方にそういった施設等を，ぜひ

来た暁には来てもらいたいんですけれども，今回のこの条例制定に応じて，環境の整備ということもこの施

策に関する規定のイですか，障害の特性に応じた意思疎通手段の利用に即する環境整備ということでうたっ

てはいるんですけれども，この新規事業を見ると，今お話があったこの２つですか，当初予算の概要で見る

と，障害者に対する合理的配慮の提供支援と，第４番目の障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進の事

業ということ。これ以外，何かソフトないしハードで，今回条例に伴ってやるものがあるかどうかというの

をお伺いします。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいま御説明いたしましたのは，条例に基づきます意思疎通支援の部分の助成制度

でございます。それとは別に，障害をお持ちの方の合理的配慮を提供する助成制度といたしまして，折りた

たみ式スロープの購入ですとか，あるいは簡易スロープ，手すり等の設置などに対する工事の施工を，その

部分で条例とは別に，合理的な部分で予算を要求させておるところでございます。 

 委員御指摘のように，国体ですとか障害者スポーツ大会で，多くの方が御来場いただきますので，そう

いった意思疎通以外の部分の合理的配慮の部分で，より民間事業者の方々にスロープ等を御準備いただくこ
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とによって，多くの障害者の方をお迎えいただけるような，条例とは別の制度設計を予算要求させていただ

いておるところでございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 それは，この予算書の中には反映されているんですか。 

 もしかして，これ所管のあれが違う…… 

 今，補足の説明と，あと，そちらじゃないかもですけれども，今のはあくまでも施設の話じゃないですか。

水戸市としてのインフラの中でのそういった整備というのは行われるのか。いわゆる水戸駅の，例えばデッ

キとか道路とかありますよね，いろいろ。水戸市の公共施設もそうですけれども，道路インフラも含めて，

そういったものも行われるのかというのを聞いているんですけれども。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 全体的な施設のインフラになりますと，私どもの所管ではなくなってしまうんですけ

れども，あくまでもその事業者の方が，障害者の方が利用しやすい環境づくりを促進していただくための助

成制度を福祉部門で創設をしたところでございます。 

 主な事業のところでも，障害者に対する合理的配慮の提供支援ということで２６０万円の予算要求をさせ

ていただいておるところでございまして，それとは別に，意思疎通に応じた意思疎通手段の利用促進事業と

いうことでの助成事業を１００万円という額ですけれども，２段構えで要求をさせていただいておるところ

でございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 もちろん，それはわかります。書いてありますから。 

 じゃなくて，私が言っているのは，施策に関する規定で環境の整備ということをうたっていますよね，イ

で。 

 おっしゃったうちの民間事業者にそういった施設利用の，いわゆるユニバーサルデザインというか，そう

いったものを促進するというのはわかるんですけれども，水戸市として，いわゆる水戸市が所有しているイ

ンフラとして，そういったものも何か行われるのかという，これも課長のところの所管じゃないかもしれま

せんけれども，関係としては基本はこの条例をもとに行うはずだと思いますので，そこがあるのかどうかと

いうのをお伺いしているんですけれども。 

○高倉委員長 木本委員，意思疎通手段の利用の促進に係る，それに関する環境整備…… 

○木本委員 そう。だから，ここの（4）施策に関する規定で，イに障害の特性に応じた意思疎通手段の利

用の促進に関する環境の整備の部分に関して，その部分に関してそういったものがあるのかと。 

○高倉委員長 ここの意思疎通の部分ですね。 

 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 第８条の部分で，その障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に係る環境の整備というところに関

してでございますが，ここは手話通訳者の派遣の拡大ですとか，あるいは意思疎通手段としての筆談ボード

ですとか，点字メニュー等について，それらを設置することによって環境の整備を図っていこうというとこ
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ろでございますので，全体的な市の施設に対しての整備等については含まれていないような状況でございま

す。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 ごめんなさい。私の言おうとしているのが多分，極めて広義的な意味で言っているもので，課

長が言っている説明が極めて特定したもので，多分そこがかみ合っていないかと思うんですけれども，ただ，

さっきスロープ云々といったのもインフラの考え方の一つだと思っているので，そういったものが意思疎通

手段の，彼らが行動する上での一つの大事なインフラなのかなと思いましてやったんですが。 

 わかりました。じゃ，逆に聞くと，今回はこの２つが予算として２６０万円と１００万円がありますけれ

ども，今後これを制定していくに当たって，段階的に多分，発展的な条例になっていくのかと思うんですが，

そこら辺はどういうふうに，今後これはどういうふうに発展していくかというのは，どういうところをお考

えですか。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回，条例を制定することによりまして，条例の内容に必要な財政上の措置を講ずることを条例に明記し

ておりますので，今後，関係各課と新たな施策につきまして情報のやりとりをしながら，新たな施策を展開

してまいりたいと考えております。 

○木本委員 新たな，そこが何なのかというのを聞いている。どういったものを想定しているのかと。 

○平澤障害福祉課長 続けて，すみません。 

 これから考えていく新規の事業といたしましては，今現在，小中学校等で手話の体験講座等，ボランティ

アを派遣することによって行われているような状況もございます。そういったものを，より拡大してまいる

ような考えを持ったりもしております。 

 もしくは，例えば今現在，議会傍聴等で手話奉仕員を派遣している状況等がございます。それを拡大する

ようなことで，議会中継ですとか，本会議における手話通訳の設置等，そういった新たな事業等については，

今後検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 わかりました。ぜひ。 

 ちょっと角度を変えて，最後聞きたいと。 

 意思疎通手段の促進ということで，今は余り想定されないかと思うんですが，これから，例えばインバウ

ンドですとか，かなり外国人が来たときに，仮にそういう方が来た場合は，例えば手話とかその他のあれは，

やはり言語の違いはかなりあるものなんですか。手話の話，日本語と英語の手話の違いとか，そこら辺，参

考までにちょっと教えてください。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 基本的に，日本の聾唖者が使っているものは日本手話と呼ばれるものでございます。これは，我々が通常，

音声の日本語でしゃべっているものと全く違う文法等で，聾唖者同士で話をしているような状況でございま
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す。 

 それが英語圏におきますと，やはり英語圏の手話等がございますので，全く一致といいますか，また別の

ものになる状況ではございますが，ただ，基本的にジェスチャーといいますか，顔の表情ですとか，身振り

手振りの部分がありますので，そういう点で全く通じないというわけではないというような研究結果が出て

いるところでございます。ですので，ある程度のところでは通じる部分もあるというふうに伺っております。 

○木本委員 わかりました。 

○高倉委員長 ほかに。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 この問題，ちょっと時間とりすぎちゃっているのかもわからないです。 

 ちょっと１つ言いたいのは，要は，請願から１年かけて，こういうふうな条例ができましたよということ

については評価したいと思うんですよ。 

 ただ，１年かけてやったわりには，例えば保健福祉部が提案はしているけれども，水戸市の条例なんです

よ。水戸市の条例だということは，水戸市全体の公共施設等についても，例えば事業者等に対する支援，こ

の辺の問題を，やっぱり水戸市としてもやっていっていただかないと。ここに書いてあるのは，例えば水戸

市のことをうたっていないわけです。この条件こそ，やっぱり全庁横断的に，例えば消防本部行ったときに

そういう設備，きちんとそういうことができるんですか。偕楽園に行きました，そういうことがあるんです

か。これができて，初めて水戸市の条例として生きてくるので，確かに保健福祉部さんの中では，こういう

ふうなことをつくって一生懸命やっていきますよという，その熱意はわかる。 

 しかし，水戸市の条例として，この合理的配慮に対する問題を条例化しようとしているときについては，

やっぱり全庁横断的な角度の中から，学校施設も全て，市民センターも全てがこういうような配慮がなされ

るということが前提にあって条例ができるんだというふうに思うので，これについては，副市長さんも見え

ていますからお聞きいただいているとは思うんですけれども，やっぱり水戸市の条例としてこれを提案する

以上，水戸市はもう既にこういうふうなものについてはインフラ整備をきちんとやっていくんですよ，年次

的にこういう計画になっていますよ，こういうことまでいっていないと条例の意義がない。格好だけつけて

いるだけになっちゃう。そういうことではなくて，やっぱり，この条例を今回可決させていただいたとすれ

ば，もう既に行政のほうでも補正なり何なりを組むなりして，計画がないところについては，しっかりとこ

ういうインフラ整備もしていくんだ，こういうふうなことでやっていただかねばならないということだけ， 

答弁いいですよ，お話しておきます。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 綿引副委員長。 

○綿引副委員長 すみません。 

 今，袴塚委員からお話があったように，まずはスタートを切れたということには大きな評価をしたいと

思っておりますが，一点，ちょっとお伺いをしたいのが，先ほど田中委員の質問の中で出た１００万円の予

算の中で，コミュニケーションボードであったり，点字メニューというところがありましたけれども，この

今の時代の流れのところで，ある程度ＩＴ関係の機器を使っていく方向に今後は流れていくのかなと思うん
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ですが，そういったものは当初予算では考えてはいるんでしょうか。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回，新たに窓口にタブレット端末を１台予算要求させていただいておるところでございます。それは在

宅においでになる聴覚障害者の方が，最近はスマートフォンをお持ちの方が多くおいでになられますので，

スマートフォンと市役所にありますタブレット端末の画像転送を使いまして，在宅にいながら，わざわざ本

庁においでにならなくても，例えば文書が届いたり何か御質問があるような場合は，画像の回線を使ってい

ただいて，お問い合わせをいただいたりという，そうしたタブレットに対する予算要求をさせていただいて

おるところでございます。 

 それと，コミュニケーションボードにつきましても，やはり電装化されているものがかなりございますの

で，単純な書いて消してしまうというものだけでなく，ある程度記録が残ったりですとか，そういう新たな

デバイスについて，検討してまいりたいと考えているところでございます。 

○高倉委員長 綿引副委員長。 

○綿引副委員長 ありがとうございます。 

 数年かけての過渡期の部分だというふうに私は認識をしておりますので，ぜひ促進をする方向で考えてい

ただきたいと思います。 

 それで，第９条のところで読ませていただいて，今のに関連するところなんですけれども，手話言語の普

及ということではありますけれども，今，手話を使われている方は問題はないとは思うんですけれども，今

小さい子，今後生まれてくる障害をお持ちになるお子さん等は，もう時代上，ＩＴに頼っていく関係には

なっていくと思うんです。 

 今の現状でお答えをいただきたいんですけれども，関係する団体，特に手話の関係の団体のところで，手

話を広めていくというか，現状のままにしていて，その後，ＩＴというものにニーズを感じているのかどう

か。それとも，並行して，まだまだ手話は普及のほうで考えているのか，ちょっとその意向を市としてどう

いうふうに確認をしているのか，お答えをいただければと思います。 

○高倉委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 水戸市聴覚障害者団体を含めまして，６団体ほど手話通訳者，要約筆記者等の団体がございます。やはり，

今現在，メールがかなり進歩しているところがございますので，以前はなかなか，我々が行っているような

電話のやりとりというのは，聴覚障害の方となかなか難しかった状況がございましたが，メールで手話通訳

者と聴覚障害者の方がやりとりするというケースが非常にふえておりまして，そのあたりは以前と比べます

と進歩している状況でございます。 

 今後はそのあたりを，今度は顔を見て，より細かなやりとりができるようにというふうに団体は考えてい

るという状況でございます。 

○高倉委員長 綿引副委員長。 

○綿引副委員長 ありがとうございました。 
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 ニーズの把握をきちんとしていただきたいということが要望でございますので，障害のある方のニーズが

徐々に変わっていくということを，きちんと水戸市としても状況把握していく，理解をしていく。その上で，

先ほど，前の話に戻りますけれども，きちんとＩＴ機器に関する予算なんかも今後は段階的につけていく。 

 そのためには，もう始まる段階のところである程度，５年後，１０年後のところを想定していかなければ

いけないというふうに思っておりますので，その辺も含めて，今後，御期待をしておりますのでよろしくお

願いします。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第４号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第１３号 水戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について質疑のある

方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 １点だけ質問をしたいと思います。 

 この条例改正の趣旨の説明では，今まで災害弔慰金の支給等ということで，いわゆる災害を受けた被災者

が災害援護資金を借りた場合の返済のルールの話でありますが，今までは，必ず保証人を置いて年利３％の

利率もあったと，これを東日本大震災のときの条例に合わせて，保証人を立てなくてもよいと，ただ，その

場合は１.５％の利率にするということでしたね。保証人を立てる場合は無利子になると，こういうことな

んですが，要するに聞きたいのは，災害援護資金の貸し付けというのは，いろんな被災のレベルによって借

り入れる額が違うんだろうと思うんですけれども，例えば，上限いっぱい借りた場合に利率が下がることに

よって，保証人を立てれば無利子なんですが，１.５％になることによって，どれだけ負担が減るというふ

うなことになるのか，その点をお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 小山参事兼福祉総務課長。 

○小山福祉事務所参事兼福祉総務課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 災害援護資金の貸し付けにつきましては，償還方法として元利均等償還となっておりまして，償還期間中

は元金と利子を合わせて同じ金額を償還することになります。上限３５０万円となっておりますけれども，

仮に貸付金が１００万円で，返済期間が７年の元利均等償還，利子が３％だった場合には，７年で償還した

場合には還付金として１００万円，そして利子分として１２万３,５４１円となります。これが利子が

１.５％の場合には還付金分として１００万円と，利子分として６万８９０円となり，６万２,６５１円が軽

減されるということでございます。 

○高倉委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第１３号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第１４号 水戸市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例について質疑のある方，

発言を願います。 
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 田中委員。 

○田中委員 いわゆるマル福制度，子どもの医療費，医療を受けた場合の自己負担の軽減策として，ゼロ歳

児から１８歳─中学生までは入院も外来もですが，いわゆる高校生相当の１８歳までは入院だけですけ

れども，マル福の対象になっていると，しかしながら，所得制限がずっとあったために，かなりの世帯，お

子さんは対象外であったということで，今回それが撤廃されることは，非常に待ち望まれていたことなので

歓迎したいと思うんですが，今回，参考資料を追加で出していただいた，この４ページに，対象が拡大する

人数の見込みとして，小学生１,８００人，中学生１,３００人，高校生相当１,４００人ということで，合

計４,５００人というふうになっていますが，まず聞きたいのが，これまで所得制限で外れていた世帯とい

うのが相当あるわけですね。今回，これ１０月からですけれども，その人たちには自動的にマル福対象に切

りかわると，特別な申請は要らないということで理解してよろしいのか。その点はどうなんでしょうか。 

○高倉委員長 川津参事兼国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 田中委員の御質問にお答えいたします。 

 現在の制度において，合致する方で未申請の方につきましては，申請が必要となってまいります。ただ，

申請をされて，所得制限が超えているために現在は認定されていない，この方につきましては，既に申請を

されている方につきましては，申請の必要がございません。 

 以上です。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 ちょっとややこしいなと思いましたが，お子さんの数は４,５００人ですけれども，該当する

世帯数というのはどれくらいなのかということもあると思うんですが，それはわからないんですか。難しい

ですか。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 はい。 

○田中委員 わかりました。 

 過去に所得制限がかかるか，かからないか，わからないから申請はしようといって，かかってしまった人

は申請しなくてもいい，今回。最初から，うちはだめだろうと諦めていた人は申請していないわけですから，

申請しないとならないということになりますか。 

 ただ，基本的に１８歳までの入院は全ての方が対象になるというふうに，僕は理解しているんですけれど

も，要するにそういうことじゃないんでしょうか。そうすると，要するに皆さんがこのマル福の対象になる

というふうに理解すればいいのかなと思っていたんですが，その点はどうなんでしょうか。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 再度の田中委員の御質問にお答えいたします。 

 今回の１８歳までのお子さんのいらっしゃる御家庭のうち，現在の要件，あるいは改正後の要件等にかか

わらず，現在までに申請をされていない方につきましては，申請の必要がございます。それで，現在の所得

要件で申請したにもかかわらず，現在は未認定になっている方につきましては，申請の必要がございません

ので，この方については改正前に認定証をお送りする形になるかなというふうに思います。 

 また，今回，所得制限がなくなったので申請の必要がないんじゃないかというような御質問かなと思うん
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ですけれども，制度の中で県の補助事業を活用しておりますので，そちらに該当するかどうかの判定等の必

要もございますので，あくまでも，本事業につきましては申請に基づき認定をするということで考えてござ

います。 

○田中委員 そうなんですか。 

 外れる人というのはどういう場合なのかなというのがちょっとわからない。あくまで制度が申請主義だか

らという理解なんですか。つまり，そうすると所得制限以内で本当は該当する人も，申請しない場合にはマ

ル福になってなかったというケースも考えられるということになるんですけれども，そういうことなんです

か。 

 全員が対象ならば，何でわざわざ申請させるのかというふうに思うわけですが，例えば新しく赤ちゃんが

誕生して，その方は今までは所得制限の家庭ならだめだったけれども，今度はみんな対象になるんだから，

一々申請しなきゃいけないのかなというのが，そこがちょっとわからないんですけれども。 

○高倉委員長 申請が必要な理由ということですね。 

○田中委員 そういうことです。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 本事業につきましては，基本的には県の補助事業を活用してやって

ございますけれども，一部，市独自に拡大しているところもございますので，その関係で，判定をする意味

でも申請が必要ということでございます。 

〔「県の考え方と水戸市の考え方にギャップがあって，水戸市はオー

ケーしても県がだめだという場合がある場合には，水戸市が金を出す

の」「県の補助事業に該当しない場合もあるんですか」「確認したら，

県がだめだといった場合には水戸市が金を出すことだって」と呼ぶ者

あり〕 

○高倉委員長 もう一度わかりやすく，そこの部分を答弁願えますか。 

 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 すみません。 

 県の補助の対象といたしましては，所得制限を一部設けてございまして，例えば未就学児，あるいは小学

生の入院外来，それから中学生の入院までにつきましては，県は所得制限を設けておりますが，今回は高校

生の入院までを拡大したところでございますので，そこの部分で，県の未就学児の所得制限を超えている方，

それから小中学生の入院外来の所得制限を超えている方，それから高校生の入院の所得制限を超えている方，

こちらは市独自の単独事業として，今回補助することとしたものですから，その関係で判定をする意味で申

請をいただくということでございます。 

 すみません。申しわけございませんでした。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうですね。県がすっきり所得制限をなくしてくれれば，こういうややこしい話にはならな

かったと思いますが，そうしますと，申請しなきゃいけないということになると，今までも最初から─
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最初の話に戻っちゃうんですが，諦めていて申請しなかった人というのも，割かしいるんじゃないかという

ふうに思うと，制度が変わったことを知らなければ，申請しないということになってしまうのではないかと，

つまり，せっかく拡大してもということにならないのかと。結局，周知の方法というか方策ということにな

るかと思うんですけれども，その点は具体的にお考えのことはあるんでしょうか。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 田中委員の御質問にお答えいたします。 

 制度の周知につきましては，広報みとや水戸市のホームページに制度の概要を掲載して周知に努めてまい

ります。 

 また，今回の改正と合わせまして，１８歳までのお子様のいらっしゃる御家庭のうちで，まだ申請されて

いない御家庭につきましては，申請書をお送りいたしまして，申請漏れのないように周知に努めてまいりた

いというふうに考えてございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 申請をぜひ勧奨する取り組みは積極的にやってもらいたいと思います。 

 というのも，中学生とか高校生になるとなかなか余り病気にならないというか，けがはするかもしれない

ですけれども，病気にかかる割合というのはそんなにないのかなというふうに思うんですが，そうなると必

要性を余り感じていないと，申請しない場合，そのままいってしまう可能性もあるのかなというふうに思う

ので，その点はぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 最後，５,２８０万円─１年間で所得制限を撤廃した場合の，いわゆる影響額─影響額というのは，

つまり市が持ち出す分という意味になると思うんですけれども，先ほど来，説明があった１８歳までの高校

生相当については入院だけと，あと一つだけ残っているのは高校生相当の外来というふうになると思うんで

すけれども，これをやれば年齢的にはすっきり，入院も外来もゼロ歳児から１８歳未満までというふうにな

ると思うんですが，それをやった場合というのは，どれぐらいの影響額が出るでしょうか。そんなに大きく

ない額であれば，そちらに踏み切る時期も近くできるんじゃないかという期待を込めて伺うんですが，いか

がでしょうか。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 高校生の外来まで，所得制限を設けずに拡大した場合の影響額でご

ざいますけれども，年間で約８,３００万円というふうに見込んでございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 それは，今の５,２８０万円とは別にですね。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 ただいま申し上げました年間で８,３００万円の影響額につきまし

ては，今回の改正とは別に新たにふえるものということでございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 それにしても，大きな話になっちゃうんですけれども，他県と比較すれば，例えば群馬県なん

かは１８歳まで完全に無料化ですね。自己負担もないということで，これは県がやっているわけなんですが，
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そういう点でいうと，茨城県が主導してもっと拡充してもらいたいという，もちろん考えはあるんですけれ

ども，水戸市としてそういう，今申し上げた高校生相当の外来，マル福で所得制限の撤廃ということについ

ては，今のところどうなんでしょう。具体化するお考えは検討中なのか，まだなのか，その点はどうなんで

しょうか。最後，それだけちょっと聞きたい。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 さらなる拡大への考え方という御質問でございますけれども，今回，

高校生までの入院につきまして所得制限を撤廃したところでございまして，１０月の実施に向け，現在準備

しているところでございますので，さらなる拡大につきましては，今のところまだ検討をしていないという

状況でございますので，よろしくお願いいたします。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第１４号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第１５号 水戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一

部を改正する条例について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 これは保育料，ゼロ歳から２歳，３歳未満ですね。全階層を軽減して，階層も１０階層を

１３階層にふやすということです。 

 全階層で下がるのは，もちろん賛成なんですけれども，国が３歳から５歳を無償化することと連動してい

るというか，そういうことになるんだと思うんですけれども，この３歳未満を軽減することについて追加資

料をいただきました。１０ページに出ていますけれども，階層ごとに軽減する人数，これ全部足しますと

２,６００人というふうになるんですが，まずもって，例えば１万２,０００円を１万円に下げる階層があっ

たり，５万７,０００円を５万２,０００円に下げる階層があったり，階層によって引き下げ額がまちまちで

もあるんですけれども，まず，水戸市としての歳入減はこれによってどれぐらいと見込まれるのかお聞かせ

いただきたいと思います。 

○高倉委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 ３歳未満児の保育料の引き下げに係る歳入減でございますが，一月当たり約５８０万円ほどの保育料の歳

入が減りますので，１０月からですので，６カ月分ですので，約３,５００万円の歳入減となります。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうしますと，年間にすると大体７,０００万円というふうに見込まれると思うんですけれど

も，確か３歳から５歳の無償化にかかわる予算というのは，予算書で見ると６億４,０００万円ぐらいだっ

たと思うんですね。仮に，この３歳未満児を無償にした場合は，全部無償にしちゃうわけですけれども，ど

れぐらいの予算が必要になるんでしょうか。 

○高倉委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ３歳未満児を完全無償化としますと，３歳未満児につ
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きましては，毎月約７,４００万円ほどの保育料となっております。年間にいたしますと８億８,０００万円，

保育料の軽減によりまして，またそれがふえるということになりますと，年間約９億円ほどになると思われ

ます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 これはいろいろ議論があって，一番保育料が高い３歳未満児までの分を，なぜ国が対象にしな

かったのかという議論がありますよね。３歳から５歳というのを，もちろん無償化するのはいいんですけれ

ども，お子さんを産んだばかりの若い世帯は収入がそんなに高いわけでもないわけで，そういう点では，一

番高い保育料のかかる部分については市町村任せというこの構造も，やはり本来的には国の責任で無償化す

べきだったんじゃないかというふうに，私としては考えるところですが，いずれにしても，今おっしゃった

ような形で今回，一歩前進するのはいいことだと思うんですけれども，具体的な保育料の設定のことについ

て若干お聞きしたいと思うんですが，全階層，確かに引き下がっているんですけれども，所得が低いほうか

ら高いほうへ数字も上がっていく階層区分になっていますけれども，例えば３階層ですと１万２,０００円

が１万円になります。それから，６階層が２分割して３万円が２万６,０００円になります。これは

４,０００円減で，県庁所在地の中でも一番高かった５万７,０００円の９階層は５万２,０００円と５万

４,０００円というふうに，５,０００円下がる部分と３,０００円下がるというふうになって，つまり，ど

ういう意味でこの新保育料が設定されたのかなということなんです。 

 県庁所在地とか中核市の比較をした全国比較というのがありまして，せっかく下がるのに余り文句は言い

たくないんですが，宇都宮市でいえば，例えば今回の４階層に当たる部分でいいますと，水戸市は今回１万

４,０００円になりますけれども，宇都宮市の場合は１万３,０００円だったり，あるいは，５万

７,０００円の階層は宇都宮市の場合は５万１,０００円だったりというようなことで，新保育料よりも大分

少ない，北関東のいわゆる主要都市で見てもあるんです。そういう点からいうと，今回のこの設定の考え方

としては，どういう水準でというふうな意味があるのか，その点をお聞かせいただければと思います。 

○高倉委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回の３歳未満児の減額につきましては，やはり階層間で一番差の大きかった８階層から９階層の部分を

５,０００円の減額とすることでメーンにしております。 

 そのほか，国の基準の約７割から８割というようなことで，国は８階層だったんですけれども，水戸市の

ほうとしましては，さらに細分化いたしまして１３階層ということで進めております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 わかりました。 

 また，これも先ほどと似たような話になるんですが，１０月１日から施行というふうになりますが，そう

しますと，４月当初から入所する方や年度途中から入る方や，いろんな方がいると思うんですが，所得に

よってというか，全員が払っているから下がるということになると，改めて所得の調査なり申請というふう

なことになるのかなと思うんですが，そういった点は問題なくできる見通しなのか，その点をちょっと聞き

たいと思います。 
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○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 保育料につきましては，前年度の所得によって保育料

が算定されます。その見直しというのが，毎年１０月に見直していますので，１０月までは前年度の所得を

基準に，暫定という形でやっています。年度の所得が決まりましたら，その暫定値から安くなる人，高くな

る人が決まりますので，その作業が半年間，１０月まで続くわけでございます。 

 今回，１０月の無償化ということになりますので，本来は１０月なんですけれども，そこを９月というこ

とで国のほうと調整をしているところでございます。 

○田中委員 わかりました。よろしいです。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません。 

 ゼロ，２枠の無償化を質問をさせていただいて，あえなく沈没してしまったんですが，ちょっとここでお

伺いさせていただきたいのは，３，５枠は無償化ですよと，ゼロ，２枠は有償ですよという，こういうこと

ですよね。 

 まず一つ，今，田中委員さんがおっしゃっていた１３階層に分けたときに，大体２,０００円から

４,０００円，６,０００円，１万円，８，０００円，こういうふうな区分けの差があるんですよ。一般的に

段階に分けるということになると，例えば４,０００円刻みとか，そういうふうな刻み方が一般的だと思う

んですが，１万円から１万４,０００円のところの差が４,０００円，１万４,０００円から２万円になって

６,０００円，２万円から２万６,０００円になって６,０００円，その次は２万６,０００円から２万

８,０００円になって２,０００円，こういうふうに，特にこの９段階から１０段階は１万円の差があるわけ

ですね。これは何か理由があるのか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり，一番考えていたところが８階層から９階層の差が１万２,５００円という

のがあったものですから，そこを一番軽減というか，平準化しなくちゃならないということから考えまして，

そのほかにつきましては，例えば６階層を２つに分けたものにつきましては，所得割の額が６万

３,０００円から７万７,１０１円，こちらにつきましては国の多子世帯の，ちょうど世帯の所得額が変わる

ところでございましたので，そこの部分を分けております。 

 そういったことで，あとは今現在の保育料との兼ね合いで，財政課とも相談いたしまして，こういった金

額ということになってございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 こういうふうなことになったということだから，これを容認はしますけれども，せっかく，こ

ういう所得制限を緩和してやろうというときだとすれば，もう少し配慮があってもよかったのかなという気

がするので，これだけは言っておきます。 

 もう一つは，２歳，３歳，５歳というのは，比較的手がかからなくなってきている。それから，産んで
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１年間ぐらいは親元に置きたい，または育休等がとれるということだというふうに思うんですね。 

 しかしながら，職場復帰ということを考えると，やっぱり１歳児以降については，職場復帰しやすい環境

でもあるし，また，職場でも待っている環境だというふうに思うんです。そのところが，やっぱり僕は今回

の改正の中では，ちょっと配慮がなかったのではないかなというふうに思うんですが，まず３，５枠が無償

で，ゼロ，２枠を有償にした，その最大の理由というのは何なんでしょう。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ３歳以上につきましては，国の施策として無償ということになっておりますが，ほとんどの児童が保育所，

認定こども園，幼稚園のほうに通うということで，多くの世帯の負担の軽減が考えられると思います。 

 また，３歳未満児につきましては，やはり保育料が高く設定されておりまして，本来ですと３歳未満児の

保育料が無償になれば保護者にとっても経済的負担が軽減され，今の少子化等に歯どめがかかるかと思われ

ます。３歳未満児につきましては，さらに保育料が高いということで，財政負担のほうも多くなりますので，

こちらにつきましては段階的にではございますけれども，やはり国に対しまして，無償化の働きかけをして

まいりたいと考えております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 要は，父母負担軽減をして，産み育てやすい環境をつくろうという，そういうことがこの趣旨

だよね，狙いだよね。 

 やっぱり一番お金がかかって，そして手間がかかる，こういうふうな状況のところを軽減してあげないと，

一億総活躍社会，女性も外に出て輝け，輝けと安倍首相が言ったって，こういうふうなところに手厚い補助

をしないと，なかなか働く機会というのは，３年もたったら会社は当てにしないよ。市役所とか官庁ぐらい

だよ。３年も休んでいたって出てこられるのは。一般の企業ではそんな悠長なことをやっていられないのが

一般的だと思うんですよ。だから，そこを手厚くしないと，なかなか難しいですよと。 

 したがって私が言いたいのは，いわゆる水戸市で，例えばゼロ，１枠はいいですよ。１歳から２歳の間ぐ

らいはせめて無償化に踏み切ると，このぐらいのことをやらないと，水戸市長は一丁目一番地と言っている

んだから，子育て支援を。そういうことを言っておきながらそこに手を入れられないという，政策の貧困だ

と思うよ。何を考えてこんなことをやっているんだかわからないけれども，国がやるから水戸市がやるん

じゃないんだよ。水戸市民をどうしたらば元気にさせるかというのが，水戸市の行政のあり方なの。そこの

ところを，国がやるから水戸市もやるんですよという考え方をしたらば，これは水戸市の行政なんか何も要

らない，国の従属機関だもの。 

 そこに地方行政のあり方をどうするのかということを加える。そこに血を通わせる。こういった行政を

しっかりとやっていくということが，水戸市の行政のあり方だと思うので，課長に言ってもしようがないの

で，これは意見として申し上げておきますけれども，やっぱりこういう問題は，国がやるから水戸市がやる

という考え方から，水戸市の子育て支援をどうするのかという，そこのところを基点に考えていただかない

と，政策的に余りにもプラスワンにならないというような政策になってしましますよと，こういうことだけ

言っておきます。 
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○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第１５号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第１６号 水戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 家庭的保育という，少人数の子どもを自宅等で個人が預かるという施設ですね。そこの食事の

提供のルールについての改正という説明でした。これまでは自園調理─自分のところでつくる調理を基

本としていたものを，外部からの搬入も認めるというふうになっているわけです。 

 これまで，５年間の特例を認めていたルールを１０年に延長するという改正ですけれども，まず，水戸で

家庭的保育というのは，実態としてどれくらいあって，自園調理がなされているのかどうなのかという点を

聞きたいと思います。 

○高倉委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 市内の家庭的保育事業者は，今，７カ所でございます。そのうち，６カ所が自園調理を行っており，１カ

所はお弁当持参という形をとっております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そこに通うお子さんというのは，何歳児がどれぐらいというのはわかりますか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございますが，家庭的保育事業に

つきましては，ゼロ，１，２歳の児童になっております。 

 申しわけございませんが，ちょっとその内訳は手元にございませんので，後ほどお示ししたいと思います。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 １カ所当たりの預かる人数というのは，どれくらいでしょうか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 家庭的保育事業で預かれる人数につきましては，家庭

的保護者が１人の場合は３人まで，補助者がいる場合は５人までということで規定しております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうしますと，ゼロ，１，２歳ということになるわけですけれども，少人数の施設ですね。そ

こにわざわざ外部参入というルールを決める趣旨がいま一つわからないんですが，基本的に自園調理にして

いた趣旨というのはあったと思うんですよね。そこはどういう理由だったんでしょうか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 家庭的保育事業につきましては，原則が自園調理とい

うことでございます。どうしても，預かる児童がゼロ，１，２歳ということで，小さなお子さんでございま

すので，アレルギー対策とか食中毒とか，そういったものに注意しなければならないということで，やはり
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家庭的保育事業者が自分のところの台所，そこでつくったものを提供するということになっております。 

 緩和される理由といたしましては，水戸市ではないんですけれども，全国的に家庭的保育事業が始まった

場合，６割くらいが，やはり自園調理がなかなか難しいということで，５年間が外部搬入も認められるとい

うようなくくりができたものでございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうしますと，抵抗力の弱い小さなお子さんの衛生上の問題とかアレルギーとかアトピーとか，

いわゆる口にしてはいけないものを食べてしまったら命にかかわるという事態もあるわけですよね。そうし

ますと，水戸市においては基本的にみんな自園調理ないし弁当ということであれば，わざわざこれを適用す

る─むしろ安全面からいうと余りふさわしくない緩和なのかなというふうに私は考えるんですけれども，

その点はどう考えたらいいでしょうか。水戸の実態は，この緩和ルールよりは進んでいるわけなので，それ

を適用する必要はあえてなかったのではないかというふうにも思いますが，その点だけ。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございますけれども，家庭的保育

事業につきましては，これまでも自園調理ということで指導をしておりまして，今，１カ所だけがお弁当持

参ということでございますが，こちら来年度からの自園調理に向けて，今準備を進めているということでご

ざいます。 

 実際，この省令のほうができましたのが平成３０年４月ということでございましたので，その条例ができ

た理由といたしましては，地方からの要望ということで，家庭的保育事業者のほうから，自園調理，それか

ら代替保育等の緩和について要望があったということで，省令のほうで緩和策ができたということでござい

ます。 

 水戸市におきましては，そういったことは今まで厳しい規格でやっておりましたが，条例のほうが施行さ

れましたので，それを受けて１年おくれにはなってしまったんですけれども，緩和策をつくったわけでござ

いますが，これで全部なし崩しになるわけではなくて，その５年間という猶予期間も１０年ということにな

りますが，今，全部が自園調理になるということでございますし，連携の視点としても，家庭的保育事業と

しては全部が公立の保育所ということでやっておりますので，緩和にはなりますけれども，市としては今ま

でどおりというような姿勢でいきたいと思っております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 要するに，新しく家庭的保育事業者が，仮に今後出た場合でも，基本的に市の姿勢としては自

園調理を指導するというふうに，今の答弁は理解すればいいでしょうか。ちょっとその辺がよくわからな

かったんですが。 

 要するに，国のルールは水戸市よりも緩いというか，余り私としてはふさわしくないのかなと思ったんで

すけれども，その点は市の姿勢としてはどうなのかだけ最後に聞かせていただけますか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの質問でございますが，水戸市の姿勢として

は今までどおりの制度でいきたいと思っております。 
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 なお，この条例につきましては，代替保育施設からの食事の搬入がいいというわけではなくて，代替保育

施設からの食事の提供もできるということですので，基本的にはやはり自園調理ということでやってまいり

たいと考えております。 

○高倉委員長 ほかに。 

 木本委員。 

○木本委員 ひとつ関連で，先ほど課長の答弁で，水戸は違うけれども，ほかの他県は６割ぐらいが自園調

理は難しいと，だからそういった要望があって，水戸市もそういったものがあって，今回この延長に至った

ということなんですけれども，逆に言えば，これをすることによってこの家庭的保育事業に対する参加を促

すという，そういった意味もあるんですか。こういった事業に参加を促すという，そういった意味もあるん

ですか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの木本委員の御質問にお答えいたします。 

 家庭的保育事業につきましては，水戸市は７カ所ありますけれども，さらに県のほうからはふやしてもら

いたいというような要望もございます。 

 ただ，どうしても３人から５人ということでございますので，そして，３歳未満までしか入れないという

ことで，なかなかちょっとふえないような状況でございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 そうですか。恐らく，県のほうがふやせというならば，一つの参考の話になるのかどうかわか

りませんけれども，一つのポイントになるかと思います。 

 いいです。わかりました。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 小泉委員。 

○小泉委員 ちょっと数点，質問させていただきます。 

 家庭的保育事業の立ち上げのときから，私もいろいろうかがわせていただいているところがあるんですけ

れども，今回は，この条例で改正内容として上げた部分というのは，国のほうの指針が変わったことによっ

て，それに基づいて水戸市のものを変えたというところですか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 国のほうで変えたもので，水戸市のほうでも変えたと

いうことでございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 確か年に数回，その回数も教えていただきたいんですけれども，今現在，家庭的保育の事業を

行われている方々の意見交換の場というのが確かあったと思うんですけれども，それはあるのかどうかと，

あと，回数でいうとどのぐらいなのかというのは。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございますが，全体が集まって打



－22－ 

ち合わせをするという機会は，今年度はちょっとまだとっておりませんけれども，幼児教育課の中に，家庭

的保育事業を回る巡回の指導員をつけております。毎日，家庭的保育事業者のほうを回って，情報交換した

り指導等を行っております。 

 さらに，家庭的保育事業者が保育できないような場合は，指導者がその家庭的保育事業者の家庭に行って

保育しているような状況でございますので，情報交換につきましては，連携をとりながら今行っているよう

な状況でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 ちょっと聞く順番が前後しちゃったんですけれども，現在は７カ所が事業を営まれているとい

うことなんですけれども，実際，家庭的保育事業を行うに当たっては資格が必要だったと思うんですよね。

主たる方と，あとサブで入る方があったと思うんですけれども，それは水戸市内では今，何カ所，何名とい

うか，何事業所に対して許可を出しているかというところですか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 家庭的保育者になる要件でございますが，要件といた

しましては，保育士の資格を持っている方につきましては，子育て支援員の研修コースを修了した人，また

は家庭的保育研修を修了した方となっております。また，保育士資格を持たない場合につきましては，子育

て支援員研修の地域保育コースと家庭的保育者認定研修，両方を修了した者，または家庭的保育研修と家庭

的保育者認定研修を修了した者ということで規定されております。 

 家庭的保育事業７カ所につきましては，そちらを持っている方が，事業者をやっている方は７人，それに

５人までの家庭的保育事業を行える場所が５カ所ありますので，指定につきましては，支援員さんがそれぞ

れ複数ついている状況でございます。 

○小泉委員 その数，許可を持っている。許可というか，県の研修を受けて行おうと思ったら行える人の数

というのはどれだけいるんですか。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 家庭的保育事業を行える人の数までは，まだ把握はし

ていないんですけれども。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 県のほうの研修を受けて確か，要は事業をできますよという形になると思うんですけれども，

ただ，それを事業を起こしていないという方が確かいたと思うんですけれども，その数が今どのぐらいなの

かという，１０幾つかとかじゃなかったでしたか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 県の家庭的保育事業の研修につきましては，確か年

２回ほど行っていると思います。それにつきましては，直接，県のほうで行っておりますので，市を通さな

いで申し込みができるものですから，市のほうとしては，何人いるかというのはちょっと把握できないんで

すけれども，実際，家庭的保育事業をやりたいという方につきましては，今年度，２件ほど来ております。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 わかりました。 
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 ７カ所に至るまでの推移はわかりますか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 家庭的保育事業の推移でございますが，ちょっと資料

のほうが古くて申しわけないんですけれども，平成２３年度に１カ所ありまして，その後，年度内にできた

り廃止したりという流れがありまして，現在は７カ所になっております。 

 その中で，今まで廃止した数といたしましては，４カ所が減っております。 

〔「食事提供に関する条例だから」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 小泉委員，条例に関する質疑でお願いします。 

○小泉委員 すみません。 

 僕が言いたいのは，この条例改正に関して，食事の部分が大きなハードルになっていたと思うんですけれ

ども，要は家庭的保育を行いたいと思って準備していた方とか，始めたけれども続かなかった方とか，あと

は，今やっているけれども，いろいろな諸問題とかクリアしなくちゃならないハードルがちょっと大変だっ

たり，主に家庭，まさに自宅でやっている方というのがほとんどだと思う。中には違う方もいるというのも

聞いていますけれども，要は水戸の現況を踏まえた上で，この条例改正に何か盛り込んだ内容というのはな

いんですか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございますが，水戸市の現況につ

いて，この条例を変えたというところはありません。国のほうの基準の変更に伴って変えたということでご

ざいます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 そこは，多分最低限の部分なんだと思うんですけれども，僕が言いたいのは，やっぱり，先ほ

ど袴塚委員も言われましたけれども，高橋市長にとっては一丁目一番地に近い部分がこの保育関係，子ども

の事業関係だと思うんですけれども，そういった部分で，やはりよりクオリティーを上げるとか，また，事

業者に関してのハードルが高い部分をより引き上げるためにも，こういう改正のときというのは，実情を踏

まえて水戸市オリジナルの部分もやっぱり盛り込んでいくような形をぜひとっていただきたいというふうに

思っております。国が変えたからそれを自治体でも変える，そんなのどこでもできるので，ただ，プラスア

ルファ実情を踏まえた上で質を上げる，そして，子どもたちは安全に預かることができるということによっ

て，この事業がさらに意義をなしていくところだと思いますので，それによって，新しい事業を行う方に関

してもいろいろ指針が出せると思いますし，それが水戸市としてのノウハウになっていくと思うので，そこ

の部分を，これは要望をして上げたいと思いますので，ぜひ検討していただければと思います。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第１６号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第２０号 水戸市総合教育研究所条例の一部を改正する条例について質疑のある方，発言を願

います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第２０号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第２６号 平成３１年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第３款（民生費）中文教福祉委

員会所管分，第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分，第９款（消防費）及び第１０款（教育費）中文教

福祉委員会所管分並びに第２表継続費中第３款（民生費）及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分

並びに第３表債務負担行為中文教福祉委員会所管分について質疑を行います。 

 なお，第１表中歳出の質疑の進め方についてでございますが，効率的に議事運営を進める観点から，款ご

とに分けて質疑を行ってまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，初めに，第１表中歳出中第３款（民生費）中文教福祉委員会所管分について質疑のある方，発

言を願います。 

 木本委員。 

○木本委員 議案書②の１３２ページに，民生費，３項生活保護費があるんですけれども，これは前年度比

がプラス５.４％，全体で。ただ，生活扶助費自体は０.７％ということで，扶助費全体としては，いわゆる

保護費自体は減っているけれども，生活保護費自体は総体的な予算としては上がっていると，確か人件費か

何かが上がったのかなということをお話いただいたと思うんですが，これはどういう意味，組織体制は強化

するために予算はプラスして，ただ，実際の保護費としては，いわゆる下がってきているといった全体的な

傾向と，経年的な変化を申し上げていただければと思います。 

○高倉委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 事務費につきましては，職員が来年度，ケースワーカー２人，あともう一人，内部検査を担当する副参事

を配置しますので，３名増加ということでふえております。 

 扶助費のほうでございますけれども，保護の世帯数はふえているんですが，昨年度の予算で見込んでいた

数字よりも，実際伸びがそこまでは伸びなかったということで，それを踏まえての今回の計上になっており

ますので，そういう意味で０.７％の減ということになっております。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 組織体制の強化というのは，もちろん過去の反省を踏まえてということだとは思うんですけれ

ども，保護費自体は決して，いわゆる減っているという感覚ではなくて，保護世帯自体はふえているという，

これはやっぱり高齢化の一端もあると。 

〔「そうですね」と呼ぶ者あり〕 

○木本委員 やっぱりそうですよね。半分は高齢者ですよね。高齢世帯ですよね。 

 わかりました。そこがどういうふうな意味だったのか知りたかったので，わかりました。ありがとうござ

います。 

○高倉委員長 ほかにございますか。 

〔「衛生費，全般，民生費」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 第３款の民生費。 
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 田中委員。 

○田中委員 また幼児教育課で恐縮ですが，議案書②でいえば１２７ページの保育所費になると思うんです

が，予算の概要においても，保育所待機児童というものの解消というのをずっと言われてきました。なかな

か減らなかったわけですが，ずっと１００名を超えていたものが昨年４月には３０名まで，もう少しかなと

いう感触でいたわけですけれども，まもなく４月目前でありますが，この間，４年間で大体，３歳未満児を

中心に１,５００名程度，保育所定員がふえてきました。それの成果として来年度はゼロというふうに見込

んでよろしいのか。 

 今回の予算では，古い民間の保育所についての改築をして，定員をふやしてもらうという予算も組まれて

いるようですけれども，増員と待機児童ゼロの関係についてはどのような予測をされているのか，お聞かせ

いただきたいと思います。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 待機児童につきましては，現在，平成３１年４月の入所に向け入所調整をまさにやっているところでござ

いますので，現時点で何名というのは，まだちょっと申し上げることができません。ただ，申し込みのほう

につきましては，やはり１００名以上申し込みのほうがふえているのも現状でございます。ただ，施設の数

といたしましても，定員ベースでいけば４００名以上の施設の定員増を図っておりますので，今後，丁寧な

入所調整を行いながら待機児童解消に努めてまいりたいと考えております。 

○田中委員 ４００人ふやしたというのは，今年度までという意味でしょうか。今年度までに４００人ふや

したという意味ですか。それとも，新年度予算でそれをふやすという意味ですか。 

 １００名ふえているというのは，昨年に比べて申し込み者数が１００人以上ふえたということですよね。

ちょっとどっちにしても何人になるか言えないんだと思うんですけれども，要するに新年度でふやす予定の

定員というのはどれくらいなのか，もう一度確認したい。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 本年４月１日での定員増でございますが，今年の４月１日現在になりますと，昨年，平成３０年４月１日

と比べまして，民間保育所が３カ所ふえますので２７０人，そして，小規模保育事業が９カ所ふえますので

１７１人，合計４４１名がふえる予定になっております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 わかりました。 

 待機児童がゼロになるように希望もしたいと思いますし，保育料の引き下げや無償化等の関係で入所希望

者がふえるという予測もあるわけですので，そういった動向をぜひ見ながら取り組んでいただきたいと思う

んですが，あわせて，保育士の確保という点でいうと，就労支援として１０万円掛ける８０人，潜在保育士

の就労支援という制度が既にあり，また，新卒保育士の就労奨励として，市内で働く保育士の確保のための

新卒保育士に対する補助ということで２万円掛ける１００人というのが，新しい予算として組まれているん

ですけれども，この設定の考え方というのは何かあるんでしょうか。支度金という位置づけなのかなという
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ふうには考えますが，県南，さまざまな他市では毎月５万円出すような自治体もあったりして，そういった

ところと比較するとなかなか，よし，これならたくさん来るねというふうな感じになるにはちょっと少ない

のかなという感触もしたんですけれども，その点についてはどのようにお考えなのか，お聞かせいただきた

いと思います。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 来年度，新規に制度化します新卒保育士の就労奨励事業でございますが，新卒保育士として水戸市内の保

育所に就労する方に２万円ということでございます。こちらのほうにつきましては，水戸市内近隣の保育士

養成所，常磐短大であったり，茨城女子短大であったりというところでございますが，そちらのほうの卒業

生の人数が，両方合わせて約２３０人でございます。そのうち，昨年ですと，水戸市内の保育施設に入った

方が両方合わせて６２人ということですので，もっと取り込もうということで，１００人ということで予算

のほうを計上させていただきました。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 新卒保育士ということは，つまり水戸市で働こうという意思を持った，それだけが条件という

ことで理解すればいいですか。居住地が，例えば別であっても構わないしということになるんでしょうか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 水戸市内の保育所に新卒として就労していただく方でございます。市内，市外は問いませんので，ただ，

ちょうど来年の今ごろになってしまうと思うんですが，内定が出た時点で申請をしていただいて，平成

３１年度中に補助金を支払うということでございます。ですから，予算が通れば，もう３１年度当初からＰ

Ｒを行いまして，市内の保育所のほうに就労してもらおうということで，働きかけを行ってまいります。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません。 

 これ平成３１年度の予算ですよね。で，３１年度から就労ですよね。３１年４月から就労していただく方

は該当しないんですか。今の説明だと該当しないような説明をされたんだけれども。そうすると，これは来

年内定が決まった人は再来年じゃない，勤めるの。違っていませんか。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 勤める年度といたしましては，おっしゃるとおり平成３２年度４月から勤める方でございます。３１年度

の人につきましては，もう内定してしまったので。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 だって，今これ平成３１年度の予算をやっているんだよ。この中で計上されていれば，３１年

度が該当にならなきゃおかしいじゃない。とった予算は誰が払うの。だって内定するというのは，勤めなけ

れば，勤めるか勤めないかわからない人に払わないでしょう。だから来年の４月以降の人には払わないじゃ

ないですか。 
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 今年度予算をとっているということは，今年度入った人に対して払うから今年度の予算をやっているん

じゃないの。違うの。何で来年度の予算を今検討しなくちゃならないの。何でそんなばかなことをやってい

るの。おかしいと思わない。来年度，３２年度に払う人は３２年度の予算審議でやればいいんだよ。何で今

やっているんだよ。 

 そんないいかげんな，ばかみたいな予算上げてくるんじゃないよ。予算修正してこい。 

○高倉委員長 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの袴塚委員の御質問でございます。 

 平成３１年度の予算に計上いたしまして，１年間の周知期間をかけまして，来年度，３１年度の卒業する

方…… 

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 あのね，周知期間に何で予算をとるの，２万円ずつ。周知期間というのは，来年，再来年から

やりますよということを言えばいいんだよ。広報だけだっぺよ。違うけ。 

 実際に予算をとっておいて，予算をとらなきゃ周知はできないの。おかしいでしょう。今年度に使わない

予算を何で予算としてとるんだよ。周知期間というのは，学校の先生もいるんだけれども，こんなことも教

育委員会でわからないのか。周知期間というのは，予算をとらないと周知できない。全部そうなの，これま

での水戸市の予算は。そんな予算を今まで組んだことないよ。 

 周知期間というのは，来年，再来年から水戸市ではこういうことをやりますよ。大学の就職説明会とかそ

ういうところに，来年から水戸市では，平成３２年度からこういうことをやるんですよと，だからしっかり

茨短さん，常短さん，水戸の保育園に来てくれませんか，これが周知期間じゃないの。何で今年の予算に

２万円ずつ，それだけなんだよ，１００人も。おかしいよ，こんな予算は。いままでやったことない。ただ

の周知期間に予算なんかつけたことは今までないよ。 

 周知期間じゃない，今年度からやるから，３１年度から金を払うから予算を組むんだよ。何で使わない金

を組んでいるんだよ。ばかなこと言っているんじゃない。 

○高倉委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございますが，平成３１年度に内

定した方についての準備というか支度金のような形で３１年度中にお支払いするということでございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 勤めて初めて勤めたことになるんだよ。じゃ，内定したらすぐ勤めるのか。３月中にすぐ勤め

が実行されるんですか，来年，再来年。平成３１年度，３２年３月には，この内定した方は勤めるんですか。

勤めない人にお金をやるんですか。来なかったらどうするんですか。 

 そんな不特定な予算を，水戸市民が払った貴重な血税をそんないいかげんな予算には承認できません。少

なくとも，そういういいかげんな予算を上げてくること自体がおかしいって。内定した人が，内定なんだよ，

あくまでも。勤めてもいいですよという意思表示をしただけ。意思表示をすれば２万円もらえるの。来ても

来なくても。お勤めは４月１日から勤めるんですよ。いいですか。市役所だって内定した人に金を払います
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か。給料が発生するんですか。４月１日からお勤めいただいて，締め日が決まって，初めてそこで就労が円

満に遂行される，だからお金を払いますよということじゃないですか。違うの，課長。課長の感覚では，履

歴書を出して合格だよと言われれば，もうそれで，じゃ，２万円を払いますよと，こういう感覚なの。誰が

お金払うの，それ。 

 そんないいかげんなことで，水戸市の市民のお金を使っていいの。 

○高倉委員長 この就労奨励事業とは，もうちょっと具体的に内容を教えてください。 

 鈴木幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの御質問でございます，この就労奨励事業に

つきましては，内定をした時点で，内定証などを添付いただきまして申請をしていただきます。 

 その後，就労しなかった場合につきましては，もちろん返還をしてもらうことで考えております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 あのね，就労しなかったらば返してもらうなんていう，そういう不安定な予算はまずいんじゃ

ないの。 

 だって，就労実績がなかったらどうするのよ。金もらえなかったら誰が責任を持って金払うの。返還でき

ませんでした。もらったらどこか行っちゃいました。これ，教育長が責任を持つのか。誰が責任を持つか

やってくれよ。認めてやるから。金が返還できなかったとき，この損害金は誰が責任を持つんですか。そん

ないいかげんな補助金を出して。 

 いいですか。就労支援というのは，お勤めいただくという約束をして，約束が履行されたから就労支援な

んです。就労のための金なんだよ。約束を履行するということは，実際に勤務が生まれなければ約束は履行

されないでしょう。違うのけ。 

 よしんば，あなたが言うように約束だけで金を払ったといったらば，約束が履行されなかったときにどな

たが責任をとるんですか。その方を先に指名してくださいよ。だったら予算，俺も考えてやる。少なくとも

俺は反対だ。そんないいかげんな予算はない。誰が責任を持つんだよ，金が返ってこなかったら。 

 今，貸付金だって金が返ってこなくて困っているのがいっぱいあるんだよ。 

○高倉委員長 暫時休憩します。 

午前１１時４４分 休憩 

──────────────────────── 

午後 １時 １分 再開 

○高倉委員長 休憩前に引き続き，委員会を再開します。 

 新卒保育士就労奨励事業の質疑の途中ではございますが，他の第３款の質疑を先に行いまして，この奨励

事業につきましては議案の最後に質疑をさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，他に質疑のある方は発言を願います。第３款について。 

 田中委員。 

○田中委員 １２９ページに，今度，放課後児童費として出ているもので，開放学級について計上がされて

おります。 
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 私，これ一般質問でやったので，簡単に一つだけ聞きたいと思うんですけれども，今回，開放学級や民間

学童については放課後児童課をつくってやっていくということになっているわけですが，その中で，１カ所

の学校の開放学級について民間に委託をしていくということで方針が出ました。３,３６０万円というふう

に出ております。 

 支援員の確保が苦労されていて，全学年受け入れや全校での受け入れという点で苦労されているのは承知

をしておりますが，そのことも一つの理由として，民間活力の活用というふうになっていると思うんですが，

その場合に，従前の市直営でやっている嘱託の支援員さんたちの開放学級の内容と，差はどのように出てく

るのか，出てこないのか。あるいは，支援員さんの資格については，さまざまな研修を受けた方を配置する

というふうになっていると思いますし，子どもの１単位，基本４０人に対して２人以上とか，そういう基準

があると思うんですが，そういった点は民間の委託をした場合において同等のものとなるのか，あるいはど

うなのか。拡充すればよい面にもなるんですが，むしろ下がるということはないのか。そういった委託に当

たっての市の考え方をお聞きしたいと思います。 

○高倉委員長 小川総合教育研究所副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず初めに，直営の場合との内容，運営の差の部分かと思うんですけれども，これにつきましては，基本

的に市の基準に沿った形で実施のほうをしていただくことになっておりますので，内容が落ちるということ

は考えておりません。むしろ，民間業者さんのほうのノウハウ，そういったことを踏まえた，よりよいもの

を期待しているところでございます。 

 また，資格を持つ支援員の配置につきましても，当然，市の基準がございますので，それに，抵触しない

形で，それ以上の配置というものを求めているところでございます。 

 ですので，内容は，民間委託によって下がってしまうというようなことは想定しておりません。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 支援員確保の困難さというのは，働き方の問題として，夕方数時間働くということが今，現状

なわけですが，時給は１,０００円に引き上げるという改善がなされるとしても，週５日働いた場合であっ

ても，月８万円程度の収入になるのかなと思うんです。 

 基本的に，どの方も経験年数にかかわらず給料は同じ状態ですね。そうしますと，本格的な仕事として，

公営であっても正職員の自治体も約半数あるとか，あるいは，民間学童であれば月１５万円程度の収入を得

る指導員さんとして，常勤で配置している場合もあったりというようなことがあります。 

 ですので，そういった放課後児童課をつくった中で，水戸市の開放学級そのものの働き方とか運営内容も

含めた拡充策が，全体が示されて，それに沿った形の中で民間委託というならまだわかるところもあるんで

すけれども，今，苦労されている処遇のところは余り変えないで，その同等のもので民間委託をして解決す

るのかなという疑問がどうしてもあるものですから，その点，今後の水戸市の放課後児童課をつくった中で

の開放学級の運営方針といいますか，拡充に向けた，他の自治体でいろいろもっと，待遇もそうですけれど

も，内容も充実した先進事例がたくさんあると思うんですが，どういったところを目指すのかというあたり

について，新しく課をつくった中で定めていくべきでもあろうかというふうに思うんですけれども，その辺
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はどういうふうにお考えなのか，お聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 新たに設置いたします放課後児童課におきましては，これまで以上に巡回し，訪問による指導・助言の強

化でありますとか，また，その現場の課題を的確に捉えた研修の充実など，まず，支援員へのサポート体制

の構築というものを図っていきたいと考えております。また，あわせて内容の充実も図ることができればと

考えております。 

 また，来年度，モデル的に実施いたします民間活力活用の事業，この委託事業の検証も含めまして，開放

学級の管理運営やそのあり方について検討を進めてまいります。 

以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 民間委託についてどう判断するかは，私としてはよく考えたいと思っていますが，いずれにし

ても，開放学級に対する期待といいますか，待機児童が１１１名もいらっしゃって，来年度内にゼロにしよ

うという目標を定めておられるわけですけれども，その実現のためにも，支援員さんの待遇の抜本的な改善

方策を，やっぱり新しい課の中で考えていくべきではないのかなと，これは意見として申し上げておきたい

というふうに思います。 

 もう一つ，民生費で，生活保護にかかわって１点聞きたいと思っています。 

予算書では１３３ページになると思いますが，先ほど若干出ていましたけれども，人員体制として若干増員

はするけれども，基本的には係の数は変わらないんですが，保護世帯増加への対応として２名というのが出

ています。 

 これ，前年も聞いたんですけれども，ケースワーカー１人当たり基本的に８０名以内にしようというよう

な基準があるかと思うんですけれども，それとの関係で，４月当初でやりますと年度内にふえていくという

ことになると思うんですが，年度末になると，やはりどうしても足りないとかという現実があろうかと思う

んですけれども，それとの関係でどうなのかということを１点お聞きしたいと思います。 

 それから，今，新しい庁舎になりまして，ハローワークの方の出先のような窓口が設置されていますけれ

ども，これはどのように活用するというお考えなのかも，あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，職員の増加についてでございますけれども，生活保護世帯の増加に伴いまして，来年度２名，ケー

スワーカーを追加増員することとしております。 

 本来，今までの流れですと，年度当初の数で数字を出していくんですが，今回，より実態に合わせていく

ということで，９月末時点の生活保護世帯数を予測しまして，その数に合わせた形で，今回２名という増員

となりました。 

 続きまして，ハローワークの件でございますけれども，今年の１月から，つなぐハローワークみとという

窓口を常設しまして，ハローワークの職員２名が来ております。 
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 中身としましては，生活保護世帯の中で稼働ができる就労可能な方に対して，より実態に即して，充実し

た就労支援を行うということで，生活福祉課のほうで稼働したと，就労指導の対象になっている方を，そち

らにつなぐような形でやっております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 新しい庁舎になって，相談の環境としてはよくなったようにも感じておりますが，ぜひ丁寧な

ケースワークに努めていただきたいなというふうに思います。 

 民生費の最後なんですけれども，当初予算の概要の中で，高齢者福祉施設の開設等の支援ということで，

１億５２０万円，特養老人ホームの開設準備，改修補助，３施設というふうな位置づけがございます。これ

については，具体的に開設準備，改修補助というのは何に対する補助なのかということでありますが，施設

が開設になっても，職員の不足によって予定どおりの入所者を受け入れることができない例もあるようにも

聞いていますけれども，一方では依然として３００名を超える待機者がいるという状況があると思うんです

が，これによって，開設準備ですから，開設されるというふうな，来年度内に幾つか，何床かふえるという

ふうな見込みでいいのか，その辺も含めてお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 来年度，開設準備補助金ということで予算化してございます。 

 こちら，平成３１年度に特別養護老人ホーム７０床が新設されます。あともう一つ，３０床の増床という

のが３１年度に予定されております。こちらの新設と増床の分に関しまして，開設準備ということで，主に

備品等の購入費用につきまして補助をさせていただきます。 

 もう一つの施設に関しましては，従来型多床室をお持ちの施設１カ所につきまして，多床室のプライバ

シー保護のための改修工事をするということに対しまして，この施設が３６床分の改修をするということで

補助をさせていただくことになっております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 こちらも毎回同じことを聞いて恐縮ですけれども，待機者がなかなか減らないといいますか，

恒常的に３００名以上いらっしゃるという状態があって，また，例えば保育所みたいにふやして大分減って

きたという感じじゃないといいますか，特養については，まだまだ恒常化しているのかなという面があると

思うんですけれども，年度内にオープンするという意味ですかね，この７０床については。それではないの

か，着手するという意味なのか，あるいはどうなのかということで，当然，待機者解消の一助になるだろう

とは思うんですが，その辺の市の見込みとしては，具体的にこれをやりますと，どれぐらいになるのではな

いかというような見込みをお持ちでしたら，その点もお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず，今回予算化されました新設と増床の分に関しましては，平成３１年度中に開設されるということで

補助金のほうを準備しております。 
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 また，今後の待機者の見込みですけれども，現在，県のほうから暫定ではありますけれども，待機者数が

２５４名ということで，昨年度から比べますと９９人減少している状況でございます。こちらの２５４人と

いうのは，平成３０年４月１日付の数字でございまして，平成３０年度には既に７０床オープンしておりま

す。また，３１年度に７０床の新設と３０床の増床で１００床，また，さらに３２年度に１００床の新設と

３０床の増床を予定してございますので，２５４名の待機者に対しまして，２７０床分の開設・増床のほう

を見込んでおりますので，数字上では待機者のほうは解消される見込みと考えております。 

○田中委員 私は民生費終わりです。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 小泉委員。 

○小泉委員 ちょっと手短にいかせていただきます。 

 私も，先ほど田中委員が質問した放課後児童に関しての部分で，小川副所長のほうで今，答弁があったと

思うんですけれども，巡回指導員という形で，これから課のほうで精力的にやっていただけるんだと思うん

ですけれども，何かそういった際にはマニュアルがあって，チェック項目があってみたいな形にして回って

いくと，それで一定水準に合わせて指導していくという形でよろしいんでしょうか。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 巡回指導員につきましては，今年度から配置をしているところでございますが，毎回，回るたびに一定の

目的を持って，まずテーマを決めて回っております。また，テーマに合わせたチェック項目というものも持

ちながら巡回をして指導をしている状況でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 より細分化していくのかなというふうな期待も込めているんですね。 

 もう一つ，支援員のほうのマニュアルというのもあるんでしょうか。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 支援員ですね。支援員のほうにつきましても，マニュアルのほうは今現在，見直しをしているところなん

ですけれども，そういったものに沿って活動をしていただくということにしてまいります。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 開放学級のここの部分をうまく回すためには，やはり支援員の方の質の向上と，あとは，ある

一定水準のスキルのほうと，あとはハードの部分，箱ができて，子どもたちがそこに入れられているからい

いじゃなくて，僕も現地を見させていただいたりもしましたけれども，やっぱり，ロッカーが足りているの

かとか，その数の話だとか，そこは改善していく部分だとは思うんですけれども，やっぱりそういったとこ

ろをきちんとＰＤＣＡで回しながら，より充実した時間を子どもたちが過ごしていただけるようにしていた

だきたいと思いますので，支援員の何ですか，費用でいいのかな，報酬というのは，変わらずですか，現在。

来年度支援。 
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○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 支援員の報酬につきましては，今現在，時間単価９００円でおりますけれども，来年度はそれを

１,０００円にしていく予定でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 やはり支援員の方の何というんでしょう，よりいい方になっていただきたいというか，そう

いったところも報酬のほうで見る方も中にはいらっしゃると思いますので，そういったところはぜひ，それ

が妥当かどうかというのは今後の見定めが必要だと思いますけれども，引き続きよろしくお願いしたいと思

います。適正価格をお願いしたいというふうにも思います。 

 それと，同じく学童クラブに関しての経費の部分で，こちらは民間への交付金のほうも入っているんでし

たっけ，この額に。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 現在におきまして，民間学童クラブに対する補助に関しましては，保健福祉部のほうで所管しております

ところでございますが，来年度以降は放課後児童健全育成事業を，全体を放課後児童課のほうで所管とする

というような予定で計画してございます。 

 その中で，民間学童クラブの補助に関しましては来年度，現行，継続支援補助をしております団体のほか

に，新たに補助を実施する施設，クラブをふやしまして，より継続的かつ安定した運営を行っていただける

ようにというようなことで計画しているところでございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 民間のほうで，交付金のほうで出しているというのは，確かにフリーで使えるお金だったと思

うんですけれども，新設の補助みたいなものもある，今回は設けているんですか，次年度は。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 お答えいたします。 

 補助の内容につきましては，施設整備に係る補助はございませんで，運営費補助になります。ただし，備

品購入等の運営に係る購入補助は中に盛り込んでございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 あと，その支払い時期に関してというのは，各民間事業所さんが横一列じゃなくて，申請を受

けて出せるようなタイミングになったら，それぞれ順次出していくような形でよろしいですか。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 お答えいたします。 

 補助の実施のタイミングでございますが，国の補助要項が毎年改正になりまして，単価が変更される等ご

ざいましたもので，国からの通知等を待って，市の補助要項を見直して，それから執行というような段取り

を進めておりましたところ，秋ぐらいになってしまうこともございました。来年度はこちらを改善できるよ

うに内部調整をしているところでございます。早期の補助に向けて進めてまいります。 
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○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 そこに関しては，ぜひ期待をさせていただいて，要望としても述べさせていただきたいと思い

ます。そこは課のほうが新設されて移ったとしても，きちんと移行されていただきたいというふうに，本当，

より早く出していただきたいと，それによって，充実した事業運営を行っていただくというところを要望と

して出させていただきたいと思います。 

 そして，あと，次ページの児童福祉費の子ども会経費のほうなんですけれども，子ども会経費に関しての

部分はどうですか。どうですかというのはおかしいんですけれども，今後の子ども会運営の先を考えられる

ような経費も入っているのか，現状事業を行うのに必要な分だけなのかというところで。 

○高倉委員長 大澤生涯学習課長。 

○大澤生涯学習課長 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 子ども会経費につきましては，前年度から見ますと１万円の減でございまして，昨年度並みの予算は確保

してございます。 

 主な経費としましては，子ども会育成連合会への補助金関係等，サブリーダーズ会関係の補助金関係が中

心でございます。そのほか，各種研修会経費としまして，事務研修会等に出席する経費でございます。 

 なお，子ども会事業につきましては，この補助金によって，子ども会育成連合会の中で検討されまして，

例年，子ども会の親善球技大会を初め，各種啓発活動に当たっているところでございます。 

以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 ありがとうございます。御説明をいただいて。 

 毎年，市子連の方々と意見交換したり，事業の現場に行かせていただいたりしたときには，やはり，どう

してもいつも出るのはお金のほうが足りないというお話をよく耳にすると，相談を受けるようなこともある

んですけれども，そういった部分というのは，課のほうではニーズ調査じゃないんですけれども，要は何が

足りなくて，何につけるんだ，要は前年度を確保できたという話でしたけれども，そういった部分から，市

子連とのやりとりというのはどのような状況に。 

○高倉委員長 大澤生涯学習課長。 

○大澤生涯学習課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 事業費につきましては，主な会場としまして公的施設を使ってございます。従いまして，会場費等につき

ましては，ほとんど無償で使っていただいております。教育委員会も共催というような形で事業を推進して

おります。 

それから，参加料等についてはほとんど無償提供ということで，各協賛団体からの協賛金などを集めた

中で事業の推進をしております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 すみません。僕の質問が下手くそだからあれなのかもしれないんですけれども，子ども会事業

を行っていく上では，水戸市子ども会育成連合会のほうとの連携，協力というのが非常に重要だというとこ
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ろだと思うんですけれども，それによって，相手方からいただくニーズというところには，多分予算に関す

る部分もあると思うんですけれども，それに関しては，今回の予算というのがうまく反映できたのかどうか

というところがお伺いしたいところなんですけれども。 

○高倉委員長 大澤生涯学習課長。 

○大澤生涯学習課長 子ども会育成連合会の理事会，あるいは学区会長会議の中でそういった意見を調整し

まして，事業の推進に当たっているところでございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 何といえばいいかというところなんですけれども，とりあえず，子ども会事業が現状維持イ

コール衰退だと僕は思っているので，また，出口の見えないようなところも正直あると思うんですね。これ

からより発展させるのか，維持するのか，それを母体として新しくするのか，また別なスキームを用意する

のかというのが，どこかで必要になってくると思うんですけれども，そういった部分も，お金が全てじゃな

いんですけれども，しっかりそういった場を持つ，それに必要な経費は計上するというところが，この部分

に関しては必要だと思っているので，これは要望として上げさせていただきます。 

 そのほか，民生費のほうは以上です。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 法人後見人制度の経費が見込まれていますけれども，この現状と，現在何人ぐらい活動してい

るんですか。法人後見人制度の経費があるわけですけれども，現状と今年度の法人目標等があればお聞かせ

いただきたい。 

 それと，開江老人ホームの今の入居状況について。 

 それから，もう一つは─いいです。その２つだけ，すみません。お願いします。 

○高倉委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず，法人後見事業のほうですけれども，今，社会福祉協議会の青年後見サポートセンターのほうで実施

しております。 

 平成３０年度，今の段階で成年後見のほうは延べ１１名，成年後見受任のほうを行っておりまして，あと

３名が水戸の家庭裁判所のほうで審判がおり次第，受任するという予定になってございます。 

 ３０年度，そちらのほうでは市民後見人の養成のほうも行いまして，１９名の方が講習を受けまして，

１７名の方が，ただいま市民後見人の候補者として名簿のほうに登録されております。今後は，定住の中の

各市町村の社協などで，日常自立支援の支援員とか，あと，法人後見の支援員のほうで活動をしていただき

まして経験を積んでいただく中で，市民後見人として水戸から出る第１号を目指して，３１年度は進めてい

きたいと思っております。 

 また，開江老人ホームの入所者数のほうなんですけれども，ただいま２月末の段階で７１名というような

報告が来ていたと記憶しております。開江老人ホームのほう，入所しているのは水戸市からの措置者だけで
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はありませんで，水戸市以外の市町村からの措置というのが，ここ数年ゼロの状態でございまして，そちら

が対処していくという状況もございます。また，水戸市からの措置者のほうも今年度中にお亡くなりになっ

た方，または介護度が上がりまして，他の特養ですとか，グループホームにお移りになる方が大分ふえてき

たということで，措置者よりも退所者のほうがふえているような状況になってございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 開江老人ホーム等については，低所得者というかそういう方が，なかなか一般のアパートとか，

そういうサービス付高齢者向け住宅等に入れないと，こういうふうなこともあるので，また，そういったと

ころを見つめながら，少し老人ホームの形態を，もう少し見直していくということにならないと，なかなか

その機能が発揮できないのかなと。また，社会貢献の意味でも，そういうことが必要なのではないかという

ふうに思っています。ありがとうございました。 

 すみません。最後です。 

 市民センターで，今，子育て広場を計画中だというふうに思っていますが，２７カ所で，今度新設４カ所

ということですけれども，この４カ所を入れて２７カ所でよろしいんですか，考え方は。 

 それと，今の活動状況と，それから新設はどこと，どこと，どこがやって，今現在の活動状況がどうなっ

ているのか，すみません。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 市民センター子育て広場事業につきましては，来年度，新たに４カ所で，４カ所が開設した後に２７カ所

という目標になってございます。 

 今年度につきましても，同様に４カ所の開設を予定し，各地区の関係者，団体様と御協議を進めさせてい

ただいているところです。 

 今年度につきましては，稲荷第二，吉沢，新荘，飯富の４つの市民センターとの協議を進めているところ

でございますが，このうち，開設につながりましたのが，稲荷第二，吉沢の２カ所でございまして，飯富，

新荘につきましては，来年度早々に開設ができる見込みとなってございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうすると，もう１カ所，今の４カ所といったのは，今年度やろうと思ったんだけれども，稲

荷第一だけが今年度やって，あとの２カ所は来年度になるよと，平成３１年度になるよということですよね。

もう１カ所はどこが残っていて，開設できない状況はどういうふうなのか。 

 今，利用状況はどんなふうだかわかりますか。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 お答えいたします。 

 今年度予定しておりました４カ所のうち，今年度中に来年度の開設に向けて組織を整えていただき，補助

金が年額５万円というようなことで執行を進めさせていただいている団体さんもございます。そして，人数

で答えますけれども…… 
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○袴塚委員 今年度，今，予算計上していて４８０万円というのがあるでしょう。これが４カ所分の経費な

んだよね。これはどこなんだ。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 失礼いたしました。 

 来年度の４カ所につきましては，上大野，国田，上中妻，下大野の４カ所を予定してございます。 

 失礼いたしました。 

○袴塚委員 今の利用状況はわかりますか。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 お待たせいたしました。 

 平成２９年度の実績でよろしいでしょうか。 

○袴塚委員 いいですよ。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 １６カ所，平成２９年度開設しておりました箇所がございまして，実

施回数が延べで３７１回，利用者に関しましては，大人，子どもさん，合わせて７,１２２名，各…… 

○袴塚委員 何人ですか。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 ７,１２２名ございました。 

 また，ボランティアとして，延べになりますがかかわっていただきました地域の方々が，延べ数で

１,７５０名の方にお願いしてございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません。 

 これはあれですよね。地域の方が，高齢者の方とか女性会とか，そういう方が来て，子どものお相手をし

たり，それから一時預かりみたいなのをしたり，それから育児相談なんかもやっているんですか，この内容

は。 

 それと４８０万円は，新設と書いてあるんですけれども，これは設備費なんですか，それとも運営経費。 

○高倉委員長 柴﨑子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 お答えいたします。 

 まず，運営の内容につきましては，あくまでも地域の方々がボランティアとして親子を見守っていただく

という趣旨でございまして，そこに専門的な要素はお願いしてはございません。より身近な施設で，子育て

中の親と子が，子どもさんだけではなく親子で御参加いただき，そこで親同士，子同士の交流，あるいは他

世代の交流というような形につながっていくことを目的としてございます。 

 もちろん，育児のベテランの方々ですから，いろんな意味でのアドバイスですとか，安心感を与えるとい

うような取り組みを各地区で積極的にやっていただけるというようなことでございます。 

 もう一つの御質問でございますが，４８０万円の内訳の主なものが，まず，各団体さんに対して，運営に

係る備品，消耗品等を購入いただくための補助を，１カ所当たり年額５万円御用意させていただいておりま

す。また，開設当初必要となりますもののうち，通常はフローリングのお部屋にマットを敷いて，そのとき

だけ使っていただく敷きマットを御用意する形になっておりますが，こちらについては担当課のほうで一括

購入して配布するというような予算がございまして，こちらについては９０万円計上してございます。 

 補助金につきましては１３５万円となってございまして，以上になります。 
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 あとは，見守りボランティアの方々に対しまして，１回当たり３,０００円ということで，１,０００円の

クオカードを３枚ずつ，１回当たりお渡しするというものを担当課のほうで御用意いたしまして，配らせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○袴塚委員 わかりました。ありがとうございます。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 それでは，次に，第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分について質疑のある方，発言を

願います。 

 田中委員。 

○田中委員 議案書②の１３７ページになると思います。 

 地域医療経費の中で，医師修学資金の貸与，貸付金９２０万円というのが，これでよかったと思うんです

が，あると思います。これについては，制度をつくって，いよいよ初めて学生の修学資金に対応できるかど

うかという時期になるかなと思うんですが，制度を創設して，募集をかけられたと思うんですけれども，そ

の現状と，新年度対応予定の学生の状況はどういうふうになっているのか，お聞かせいただければと思いま

す。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 修学資金貸付制度についての募集の状況でございますが，６名の申し込みがございました。 

その後，申し込み後，面接を実施いたしまして，２名の貸与予定者を選考しております。残りの４名に

つきましては，予定者が対応を辞退した場合などのときのために，貸与予定者にかわりまして貸与するとい

うことで，補欠候補者といたしまして，優先順位をつけて通知のほうを出しております。 

 今，面接を受けていただいた方につきましては，まだ大学の入学試験の最中ということで，２名について，

まだ確定というような状況にはなってございません。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 小児科，救急科，産婦人科を志望されるという医学生に対する制度ということで，制度の議論

のときに２人枠という話があったんだろうと思いますが，６名応募されて，医学生が医師になるまでには相

当の期間を要しますし，また，就学中に志望する科が変わる可能性もゼロではないし，いろんなことが想定

されると思うんですけれども，制度が始まったばかりでこういうことを言うのはちょっと時期尚早かもしれ

ませんが，やはり６人に来ていただいて，仮にみんなが合格すれば，その方々に修学資金を貸与して，将来

をぜひ水戸でという形で応援するというような，そういう考え方もあってもいいのかなとちょっと思ってし

まったんですが，いずれにしても，水戸市としてはずっと２人枠というのは維持をしてやっていくというよ

うなスタンスだということでよろしいのか，その点はどういうふうに。 

 来年度の予算の中でも，また募集を新規にされるんだろうというふうに思うんですが，そういった考え方
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についてはどうなのか，お聞かせいただければと思います。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 修学資金につきましては，現在のところは２名ということで予算のほうを立てさせていただいているんで

すけれども，募集状況等を今後見ていきながら，採用者，その人数につきましても検証はしていきたいとい

うふうに考えております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 先ごろ発表された，小児科医とか産婦人科医の医師数について，茨城県が非常に全国でも下位

だという報道もあったばかりですので，ぜひ，そういった科，３科限定でもこれだけ応募者がいらっしゃっ

たということは，非常に積極的な面だと思うので，ぜひそういった検討を希望したいというふうに思います。 

 もう一つ，衛生費でお聞きしたいのは，高齢者のインフルエンザ予防接種に対する補助が引き上がります。

１回１,０００円が１,５００円ということで，予算としても拡充分１,７００万円，予算をとられていると

いうふうになっているわけですが，これは拡充をするということなので，もちろん歓迎すべきことなんです

けれども，実際，高齢者の予防接種というのは，相当この補助制度によって上がったというふうな評価をで

きるのか。それとも，ちょっと低いので，引き上げてそれを勧奨しようと，そういう意味合いなのか。そう

いった考え方についてはどうなのか，お聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 高齢者インフルエンザ予防接種の接種率につきましては，水戸市につきましては約５５％という状況でご

ざいます。この数字が周辺，あるいは県内の状況と比べましてというところは，申しわけありません。そう

いった比較をしてはいないんですが，ただ，インフルエンザワクチンのほうの単価が上がるとか，あるいは

１０月から消費税がアップするというようなところで，予防接種を受ける際に単価が上がるというようなこ

とも考えられておりますので，受けやすい環境を整えるということで，助成の拡充というものを考えたとこ

ろです。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 半分以上が受けているものの評価がどうなのか，私もちょっとよくわかりませんが，ぜひ，

せっかく拡充をするので，周知によって接種率が７割，８割と上がっていくように取り組んでいただきたい

と思います。 

 衛生費の最後にしますけれども，１４１ページ，保健所準備経費というのが出ています。 

 これは保健所本体の整備と動物愛護センターの事業費があるわけですが，それは今回は置いておきまして，

中核市スタートに向けた人員体制の面でどうなのかということであります。 

 現在の到達点と，新年度の採用，専門職ですね。獣医師とか薬剤師とか，保健所開設にどうしても必要な

体制については，県のほうから移行してくる方や，あるいは新規採用やという大きな仕事があると思うんで

すけれども，現状としてはどうなのか。予定どおり進む見込みなのか，あわせてお聞かせをいただきたいと
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思います。 

○高倉委員長 小林保健所準備課長。 

○小林保健所準備課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 保健所の人員確保というところが中心になるかと思いますが，獣医師，薬剤師につきましては，これまで

も特別委員会等を含めまして，全体で約３０名程度必要になるということで説明してまいりました。 

 これまでに，平成３１年度４月時点で実際に配置される予定の獣医師が９名，薬剤師が８名ということで，

１３名については県のほうの派遣研修ということで，保健所等での研修を行う予定となっております。 

 また，技監として県から管理職の立場で獣医師が紹介されまして，水戸市のほうで採用ということで，来

年度は保健所準備課ということで，一緒に準備を進めていく状況というふうになっております。 

 また，県のほうからの派遣等の状況につきましては，管理職等を含めまして，今年度採用する方を含めて

６名程度の予定になっております。来年度，さらに必要となる獣医師，薬剤師を８名程度採用する方向で，

今のところほぼ計画どおり進んでいるところでございます。 

 また，所長に関しましては，現在，県と調整というところで進めているところでございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 今いろいろ人数を言われたんですが，全体で３０人ぐらい必要だということに対して，県から

いらっしゃるのは６人ということでよかったんですかね。１７人の既に採用分と，新規が８人分ということ

になって，２５足す６だと３１ぐらいになるんですが，ちょっと足し算が合っているかわかりませんが，新

しい保健所の体制として，新人さんばかりではなかなか厳しいのではないかと，研修はやるにせよ。という

ふうな，ちょっと考えもあるんですけれども，その点は十分可能だという判断のもとで進められてはいると

は思うんですが，新規採用分が割合としては大分多いんじゃないかなと思いますけれども，その点はどうい

うふうに考えればいいか，お聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 小林保健所準備課長。 

○小林保健所準備課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 初めに，私のほうの説明が不十分だったかもしれないんですが，県から６名ということでお話いただいた

１名については，前倒しで平成３１年度から１人来るということで，合わせて３０名になるということでご

ざいます。 

 また，新規の採用職員につきましては，今回，追加採用ということで年齢を５５歳まで引き上げまして，

実務経験のある方を中心に採用するという方式で行っているところでございます。来年度も同じような形で

実務経験のある職員を採用するという形で，人事課と連携して採用のほうを進めていく予定でございます。 

○田中委員 私は以上です。 

○高倉委員長 第４款衛生費について，ほかにございませんか。 

 木本委員。 

○木本委員 今回の新設の風しん予防事業についてお伺いしたいんですけれども，私，まさにこれの対象世

代ということでお伺いします。 

 今回の予算が８,８００万円ついているんですけれども，これの，いわゆる対象人数及び今年度の，いわ
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ゆる受診というのか，検査，もしくは接種の目標はどのぐらいを見込んでいるのか。また，これを行う上で

の周知の仕方ですとか，あと実施機関，どこで受けられるのか，手続ですね。それについても教えていただ

ければと思います。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 風疹の予防接種の対象者につきましては，国のほうから示されている者は，昭和３７年４月２日生まれか

ら昭和５４年４月１日生まれの男性ということで，この対象者に対しまして，平成３２年度末までに風疹の

予防接種を受けるようにというような事業となっております。ただ，３１年度につきましては，対象者のほ

うが昭和４７年４月２日生まれから昭和５４年４月１日生まれの男性を対象に接種をするということで示さ

れております。ただし，３１年度対象者以外の方につきましても，希望者に対しましては接種券のほうを交

付しまして，接種できるように進めるということが国のほうから示されております。 

 接種の目標ということですけれども，こちらにつきましては，本市の目標というところではなく，すみま

せん，国のほうの目標ということになるんですが，２０２０年７月までに対象世代の男性の抗体保有率を

８５％に上げる。そのためには，まず抗体検査を受けてから予防接種ということになるんですが，抗体検査

は全国で約４８０万人，予防接種のほうが１００万人に接種をするようなことにならないと，目標達成には

届かないということを国のほうから示されています。 

 また，最終的な目標といたしましては，２０２１年度末までに対象世代の男性の抗体保有率を９０％に引

き上げるということが示されております。 

 ９０％に引き上げるためには，３１年度の接種のほかに，さらに抗体検査を９２０万人，それから予防接

種のほうを１９０万人実施することが必要だというふうに国からは示されております。 

 手続につきましては，今現在，まずは予防接種の前に抗体検査というものをしていただくことになるんで

すが，それを受けるためのクーポン券の作成というものを４月早々から準備いたしまして，準備でき次第，

送付いたしまして，実施ができるように準備を進めてまいりたいというふうに思っております。具体的な手

続等につきましては，まだ調整し切れていないというところがありまして，今後，整理をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○高倉委員長 所長，すみません。答弁もうちょっと簡潔にお願いいたします。 

○小林保健センター所長 すみません。 

 それから，実施期間につきましては，先ほどの中にもありましたけれども，４月早々に準備を始めてとい

うことになりますので…… 

〔「実施機関」と呼ぶ者あり〕 

○小林保健センター所長 実施期間。 

〔「機関てこと。施設。ごめん，場所」と呼ぶ者あり〕 

○小林保健センター所長 すみません。 

 実施機関につきましては，市内の医療機関，それと，これにつきましては，全国どこの医療機関，予防接

種の事業に参加しますといった医療機関であれば，どこで受けても無料で実施をすることができるというふ
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うに国のほうからは示されておりますので…… 

〔「医療機関じゃなくて，町医者ではだめなんだ」と呼ぶ者あり〕 

○小林保健センター所長 そのように，今準備を進めている最中でございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 そうすると，ちょっとまだよく，あれですね。わからないというか，聞いていると微妙なとこ

ろがあるんですけれども，いずれにしても，この昭和４７年から５４年の方が対象なんだけれども，希望を

する方であれば，その対象世代じゃない方も一応できるということ。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 すみません。申しわけございません。対象者というのは決まっておりまして，昭和４７年４月２日から

５４年４月１日生まれの方。それは平成３１年度の接種対象者ということになります。 

 全体の接種者のところを分けて，３１年度はここまで，３２年度はその後というふうに分けて接種を進め

るということになっておりまして，ただ，対象者はそれぞれ３１，３２と決めてはおりますけれども，

３２年の対象者であっても…… 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 なるほど，わかりました。 

 だけれども，クーポン券云々がまだ恐らく整理ができていないという話だったと思うんですけれども，た

だ，これは水戸市の普通の検診の受診率を見る限り，これがもちろんイコールにはなりませんけれども，た

だ，先ほどの国が示した高い目標数値を水戸市に落とし込んだ場合，それがどこまで達成できるのかという

ような，相当これはいろんな関係機関との協力も関係なくして，そこまでこの世代が受けるのかなという，

ちょっと疑問に思うんですけれども，そこら辺に関してはどういうふうにお考えですか。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 周知につきましては，先ほど申し上げましたクーポン券につきましては，対象者それぞれに郵送をいたし

ます。 

 そのほかの周知につきましては，広報，市ホームページほか，医療機関等でのポスター掲示とか，あらゆ

る機会を使って周知のほうは進めていきたいというふうに考えております。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 わかりました。 

 いずれにしても，４月以降にその対象者に対してクーポン券が行って，それを持って対象の医療機関で検

査と，場合によっては接種を受けてもらうということ。それはわかりますけれども，要はあれですね。それ

を受けた方が本当にどこまで行くのかというのが問題ですよね，多分これは。クーポンをもらった人が。 

 なので，そこら辺に関しては，これからもうちょっと精査されるでしょうから，ぜひ。ちなみに，これを

国がここまでやるということに関しては，やはりそれだけ今，いわゆる風疹のリスクが高い，もしくは起

こった場合の健康被害が高いから，これだけの予算を国がというところなんですか。 
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あと，あわせて国と地方の負担割合も教えてください。 

○高倉委員長 小林保健センター所長。 

○小林保健センター所長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 風疹につきましては，この予防接種を行う目的というのが，妊娠初期の女性の方にかかると先天性風疹症

候群というものになってしまいまして，心臓や目などに障害を持ったお子様が生まれてしまうというような，

それを避けるために予防接種を行うものとなっております。 

 現在，全国では，平成３０年度から３１年度にかけまして３,０００人の風疹患者が発生しております。

例年に比べますとかなり多いような状況となってございます。 

 感染の中心というのが，３０代から５０代の男性ということになっておりまして，その年代は風疹の予防

接種を１回も接種をしていない年代ということで，風疹の抗体を持たない者が一定程度いるということから，

風疹の予防接種を集中的に実施するということになっております。 

 また，２０２０年度，オリンピック・パラリンピックの開催によりまして，海外のほうから多くの訪日客

が見込まれておりますので，人の往来が活発化することによって，さらに感染が拡大するようなことも懸念

されているということで，国のほうで早急の対策をとるということになっております。 

○木本委員 負担割合を。 

○小林保健センター所長 国の負担割合ということですけれども，抗体検査につきましては２分の１の国の

補助がございます。予防接種につきましては，定期接種ということで９０％の交付税措置がございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 御丁寧な説明ありがとうございます。 

 じゃ，基本的には，男性から女性に移り，女性から子どもに移りという，この流れをとめるのが基本的な

考え方ということなんですか。 

 わかりました。ぜひ周知を徹底して，そういったリスクを回避できるように御尽力いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 それでは，次に第９款（消防費）について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 消防費は１９３ページですが，主要な事業は南消防署だったり，消防団の事業がありますが，

私がちょっと聞きたいのは職員給与費ということになるんですけれども，この委員会所管ではない，総務環

境委員会の所管の，いわゆる定数条例の中で，採用後１年以内の消防職員は定数外に置くというふうに，新

たな規定がなされているんですけれども，この定数増減一覧を対前年比見ますと，３４１名で変わらないん

ですけれども，あえて規定が加わったということはどういう意味なのかということを聞きたいということで

あります。 

 これまでも，消防採用後，消防学校への入校研修というので基本的にいないんだけれども，定数内である
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ためにそれをフォローすることがいろいろ大変だったというような現状も聞いてはいたわけですけれども，

新年度はどういうふうな計画なのかお聞かせいただきたい。それから，国の消防力の基準や指針に照らして，

この３４１名というのは現況どうであるのか，あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 ただいまの田中委員の御質問についてお答えいたします。 

 まず，基本的な考え方でございますが，委員おっしゃったように，新規採用の場合，半年間，学校のほう

へ入校をさせていただいております。その間，職員定数の不足が生じまして，そのために前倒し作業として，

採用１年以内の消防職員を定数外といたしまして，職員定数の人員の確保を図るものでございます。現在は，

消防力の基準といたしましては約８２％でございますけれども，人員体制としては，その中でやりくりをし

ている状態でございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうしますと，３４１人は動かないということになるんだけれども，退職者数に応じた新規採

用という関係なのかなとは思うんですが，その点は新年度どういう状況なんでしょうか。 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 来年度退職者といたしましては，５名予定をしておりまして，さらにその後１０名ほどの職員が来る予定

となっておりますので，その中で調整をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 ということは，最大１５名採用を予定するという意味で理解すればいいんでしょうか。 

その場合，その方々は全員が研修に行くというふうに理解すればいいんですか。そうじゃないのかな。

ちょっとその関係の説明が…… 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 ただいまの質問についてお答えいたします。 

 来年度５名，その後１０名予定しておりまして，トータルで１５名分必要とうちのほうでは考えてござい

ますが，平成３１年度につきましては，要するに３１年度にその条例を改正いたしまして，３１年度の採用

ということで３２年度にとる職員の分を，そういった定数外で置くという考え方でございますので，数につ

いては，あと，その中で調整を図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 ほかにございますか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 今の定数外の人の身分は。定数外だから，一般的に考えれば消防の人員外だよね。消防の定数

じゃないんだから。 

 そうすると，この人たちの身分保障というのはどういう形で行われようとしているのか，その考え方だけ。 
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○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 身分につきましては，定数外ではございますが，職員と同じものをということで考えてございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 いや，それはわかるんだけれども，あくまでも定数条例に基づいて職員という身分になってい

るわけでしょう。その定数外になっちゃうと，逆にどういう身分の中で消防の身分の保障をするのかという

考え方については，何かあるんですか。 

 要するに，定数外というのは員数外じゃないですか。員数外というのは，要するに職員の定数をなぜ決め

ているかといったら，職員の定数内だから職員なんだよね。定数外は非常勤とか，パートとか，嘱託とかと

いう部分になっちゃうのかなと。その辺はどんなふうな考え方なんでしょうか。 

 消防の中にいなくちゃだめなんだけれども，考え方が…… 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 ただいまの袴塚委員の再度の御質問にお答えいたします。 

 身分等につきましては，最初，初年度ですので，研修ということで，まず初任教育を消防学校のほうで派

遣をさせて，基本的な技術習得をする。その後ですけれども，１年目は当然，新採でございますので，現場

活動の中で教育をしていくということで，１年間をそういった活動に向けて，２年目の採用時のときから，

もうスタートができるよという考え方で身分を設定していきたいと思っております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうすると，加配職員という考え方なの。 

 だって３４１名というのは，もう消防職員でいるわけでしょう。新卒の人は消防学校に行って８カ月ぐら

いいないから，これは員数外だよと。だけれども，それは消防職員だよということだとすれば，３４１名プ

ラスその人がいるんだよ。この人は加配職員みたいな考え方でいいの。 

 それならそれでいいよ。 

 もう一つ，今回，設計費の予算，なっていますよね，設計費，南消防署でしょう。これについては，設計

予算を組み上げたということは，おおむねの考え方がもうまとまったんですか。例えば，どういう機能を

持って，どんなふうな消防署をつくって，どんなふうな建物が望ましいと，こういうふうなのがあって，そ

して，そこがこのぐらいだから設計予算はこうだよねという積算をすると思うんですけれども，これについ

ては，今の進捗状況はどうなんですか。 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 今年度，基本計画ということで実施をいたしまして，敷地の活用，それから，建設等

の工事の整備方針を定める基本計画の策定とあわせて，南消防署建設の検討委員会で，敷地の形状を踏まえ

たレイアウトや備えるべき機能と附属する施設等について検討を進めているところでございます。 

 ２０１９年度につきましては，そちらの造成，本体工事に係る基本・実施設計を行っておりますが，設計

には当然，職員の要望や意見なども踏まえて反映させていきたいということで，今回の設計費を組んでござ

います。 
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○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今のやつは，設計費だけ組んじゃって，これから要望するよということなので，ちょっと逆な

んですよ。だから，早く検討委員会を何度も何度もやって，毎週ぐらいやって，逆に言ったら毎日ぐらい

やって，そして，南消防署はこういう建物が欲しいんだということを早くやっぱりフィードバックしないと，

基本設計，実施設計がおくれるよ，これ。 

 だから，予算はもう今年度これだけの予算をとれたんだから素早く，もう４月１日からは，逆に言ったら

もう設計が出せるぐらいの，そのぐらいの考え方に，早急にもうこれは消防一丸となって，根本消防長の決

め上げじゃなくても，先頭に立ってこれをまとめていただいて，そして，もう４月１日からは南消防署の概

要はこうだよというようなことを，我々にもアピールするぐらいの状況まで盛り上げていかないと間に合わ

ないので，ぜひよろしくお願いします。 

 それから消防の，いわゆる常備消防の職員の，それから，分団の被服とか，そういうものがあるわけだけ

れども，装備品ね。こういうものについては，年次的に更新する予算をとっていくんだというふうに思いま

すが，何年に一遍かは見直しとか何かというのはやっていらっしゃるんですか。 

○高倉委員長 勝村消防総務課長。 

○勝村消防総務課長 被服等の計画につきましては，見直しということで順次検討させていただいて，予算

要望を計上しているような状況でございます。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 購入に当たっては，やっぱりある程度偏らないということが大事なので，きちんとやっぱり精

査して，やっぱり欠陥品みたいな，例えば買って半年とか１年で壊れちゃうようなものが出た場合は速やか

に改善できるような，そういう契約条項，特約条項をきちんとつけて，そして入札制度をやるとか，そうい

うことにしていただかないと，やっぱりなかなかそれがスムーズにいっていないと，分団等においても，ま

た，常備消防等においても，そういうことが見受けられるので，あとはしっかり，そういうことでやってい

ただきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 質問をさせていただきます。 

 消防団員の報酬費について，詳しく教えていただきたいんですけれども，これは上がるという説明でした

よね。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 小泉委員の御質問の件でございます。 

 水戸市非常勤消防団員の報酬額の改正ということで，報酬の見直しを行っております。 

その内容でございますが，消防団員の定額報酬，こちらを県庁所在地及び県内市の消防団員年額報酬と比較

を行いまして，その報酬を参考といたしまして，その額を上回る報酬とすることといたしております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 
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○小泉委員 すみません。 

 １つ，説明資料のほうでいただいていてというところで，あわせて聞きたかったのが，報酬の支払い方法

が何かちょっと検討されている，現況と変わる可能性があると，ちらっと聞いたんですけれども，個人の口

座に振り込みになるというのは，次年度からですか。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの質問の件でございます。 

 この年額報酬につきましては，分団員個人の口座に振り込むと，次年度から変更を考えております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 そこの部分に関しては，水戸市消防団本部のほうとのやりとりというのは，意見交換というか

説明というのは行われているものですか。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございます。 

 団本部，まず，団長，副団長，２月１２日に幹部会議を行いまして御説明しております。その後，分団長

に，２月２８日でございますが，同様の説明を行っております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 それはもう了解済みということでよろしいですか，団本部のほうは。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございます。 

 年額報酬を個人口座に振り込む件につきましては，了解をいただいております。ただ，これからまた振込

方法等の説明がありますので，その点が今後の説明事項となってきます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 ちょっと支払方法が変わるということで，その団ごとに，今までのお金の流れのスキームがで

き上がっているところがあると思うので，それがちょっと変わるということですから，そこをうまく丁寧に

御説明いただきながら，また，本部及び団員のほうの理解というものもいただきながらお願いできればとい

うふうに思います。 

 あと，ちょっと細かい話ですけれども，活動服とか備品類で幾つかのグループ分けにして更新していった

と思うんですけれども，それはもう全部そろったんですか。活動服は全部，全団員，最新のものになってい

るんですか。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございます。 

 活動服につきましては，新しい現行型のものに全て配布は終わっておりますが，まだ引き続き，計画的に

同様の形をとりながら配布を行っていきたいと思っています。 

 以上でございます。 
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○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 承知しました。 

 あと，この消防団員免許取得補助事業というのが新設されたというところで，私自身も議会の本会議のほ

うで，２級小型船舶の話はさせていただいたところだったんですけれども，これで予算でいただいている

１００万円というのは，これは内訳というのはどのようになっていますか。あと，補助割合に関してという

のを教えていただきたいんですけれども。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございます。 

 まず，補助割合は全額補助でございます。 

 準中型自動車運転免許の補助額が２０万円，２級小型船舶免許が１２万円を限度額といたしまして，補助

するものでございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 予算に従って，その人員のほうの上限というのはあるんですか，取得できる。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございます。 

 予算の範囲内で，準中型自動車運転免許につきましては２名程度，２級小型船舶運転免許につきましては

５名程度を予定しております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 そうしますと，この割り振りというのは何かあるんですか。それとも早いもの順ですか。 

○高倉委員長 箕輪消防救助課長。 

○箕輪消防救助課長 ただいまの御質問の件でございますが，２級小型船舶免許につきましては，船舶を保

有している１０個分団の団員を対象といたします。その中で，船舶の操縦者が１名ないし２名での分団がご

ざいますので，そちらを優先して補助を対象といたします。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 今，船舶に関しても現保有の方がいなくなってしまう団がいたら一番問題になってくると思う

ので，そういったところを優先順位をつけながら即していくと，そこで対象者がいないというのであれば，

準じる次の団のほうに声をかけてという形で，あと，小型船舶の免許を取れるのも時期がいろいろ設定され

ていると思うんですけれども，遠方になってしまったり，いろいろあるので，そういったところともかみ合

わせながら周知していただいて，きちんと水防に関しての部分に関しても，また，準中型のほうに関しても

していただければというふうに思いますので，それは要望でお願いをしたいと思います。 

 私のほうは以上です。 

○高倉委員長 第９款について，ほかにございますか。 
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 木本委員。 

○木本委員 すみません。ＡＥＤについて，ちょっと御質問したいんですけれども，今回，平成３１年度で

５４カ所，累計が１１４カ所ということですが，今までは確かセブン－イレブンさんに御協力をいただいて

設置をしてきたと思いますが，今回の５４カ所がどういった場所になるのか教えてください。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 来年度につきましては，ファミリーマート３８店舗，それとミニストップ１６店舗を予定

しております。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 そうしますと，確かあれですか。市内にあるコンビニの全店舗を目標としていらっしゃるんで

すね。そうすると多分，これからは，次年度以降はローソンとかそういうことになるかと思うんですが，結

局いつぐらいを目標に，３カ年でしたか。ちょっと教えてください。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 計画としては３カ年で終了したいと考えておりますので，ミニストップ，ファミリーマートの次の年は

ローソン，あとは小規模なデイリーヤマザキとかセイコーマート等を含めて，３カ年で終了したいと考えて

おります。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 わかりました。 

 それで，既にセブン－イレブンで設置がされているわけで，この設置における実績等というのは，ある程

度出てきているんですか。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 昨年の１０月にセブンイ－レブンにＡＥＤを導入しました。５カ月ほどたちますが，電気

ショックをかけた事例はまだございません。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 そこが気になったんですけれども，結局，今コンビニさんを見ていると，これを設置するとき

も問題になりましたけれども，かなり外国の方がレジに立って働いている光景が多くて，正直言いまして，

彼らがどこまで理解をされて，そもそも設置しているものと，あと，それを使えるという意味で，彼らがど

こまで，もちろん日本人の方も含めてですけれども，いわゆる使えるのか，講習を受けているのか。その講

習実績がどのぐらいで，かつ実際のそういった方も，今言ったような方も受けているのかどうか，そこにつ

いてもお伺いします。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

ＡＥＤを有効に活用するには，店舗の従業員がＡＥＤの使用について習熟をしていなければならないと

認識しております。このため，有事の際には適切にＡＥＤができるように，従業員に対して救命講習を十分

に行う必要があるとも認識しております。 
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 昨年，セブン－イレブンでは，６０店舗の方の従業員に参加していただき，講習会を２４回開催して，

１１２名の方に受講していただきました。今後もこういった救命の講習の場を設けて，従業員の使用につい

て習熟度を増していきたいというふうに考えております。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 おっしゃるとおりだと思うんです。ただ，そこがまさに気になる点で，講習には恐らく店長さ

んですとかオーナーさんとか，あとはそれに付随するような方は来ているとは思うんですけれども，実際，

その現場で立つ方は，さっき言った外国人の方とか，こういった方も来ていらっしゃるんですか，講習会に

は。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 昨年のセブン－イレブンの実績では，店舗によって多少，講習のばらつきの人数はありましたが，それぞ

れの店舗で来ていただきました。ただ，外国人の方につきましては，参加のほうは実績としてはございませ

んでした。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 そうですよね。恐らくそうかなと。 

 ただ，実際現場は，今，これから多分，課長も御存じだと，もっと外国の方のほうがふえていくというこ

とが予想されますので，そこを意識した講習をやらないと，まさにつけることがゴールになってしまうん

じゃないかというのを非常に懸念しておりまして，私ども議会も，御存じのとおり実はＡＥＤの研修を受け

させていただいて，受けると資格とかもらえるんですよね。多分ここでも何人かもらった方がいるかと。そ

ういったものも一緒に出していらっしゃるんですか，こういった研修においては。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの質問についてお答えします。 

 普通救命講習の３時間の講習を受けますと，修了証という形でお出しはしております。確か，議会の方々

を対象に行ったときも３時間講習で修了証を出しているかと思います。 

 コンビニの講習につきましては，現実問題として，なかなか３時間を拘束することが難しい部分がござい

ます。したがいまして，１時間ではございますが，ＡＥＤを繰り返し使っていただいて，なれていただくと

いうことで講習をしてまいりました。したがいまして，修了証のほうにつきましては，お出しはしていない

状況でございます。 

○高倉委員長 木本委員。 

○木本委員 これは消防がどこまで言えるかというんですけれども，もうあれですよね。できれば義務づけ

ぐらいの勢いでそこら辺もやらないと，本当に，これだけの予算をかけてつけて，もちろん，事が起こらな

いことが一番ですけれども，やっぱり起こったときにどこまで使えるのかというのが，このＡＥＤの大切な

部分ですので，そこは，とりあえず，まずは設置目標を達成した暁には，やはりそういった資格義務も設け

ても，各コンビニさんにそれは依頼してもいいんじゃないかと思いますので，そこはぜひ今後も，しっかり

と検討していきたいというふうに思います。 
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 以上です。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません。今の，２４回やって，百十何人講習を受けたと，これはセブン－イレブンの人だ

け。一般の講習じゃないの。要は，１１４カ所に今度なるわけだよね。さらにファミマもローソンも全部や

るよと，そう決めたからそうやるということじゃなくて，やっぱり仕事だから，今現実どうなっているのか

というのを見きわめながら，途中，方向転換とか，そういうことも必要だと思いますよ。 

 現実の問題というもの，セブン－イレブンが２４時間やめますよと。やめますよというか実証実験ですよ

ということなんだけれども，そういう状況の中で，果たしてこれからコンビニに預けることが万能なのかど

うかということも，一度立ち直ってみるべき時期に来ているんじゃないか。 

 その最大の読みも，今，木本委員がおっしゃったように，やっぱり言葉がどうしても通じない，商品を聞

いてもわからない。夜，私もちょっと必要なものがあって，夜１０時，１１時に買いに行くと，商品を聞こ

うとしてもわからない人が多いですよ。それが悪いということじゃなくて，それはもう日本に来て，日本の

言葉を知らないのにあの仕事をやって，一生懸命収入を得て日本で生活しようとする，その気持ちはよく理

解できる。ただ，人の命を預かる機器を，そういったところに本当に預けたほうがいいのか，それとも，も

う少し考えるべき状況があるのかどうか。この辺は，１１０カ所についているんですから，だから，もうそ

ろそろやっぱり考えて，当初，コンビニ全部につけるよということだったんだけれども，コンビニの使用状

況，利用状況，それからコンビニの，逆に言うとＡＥＤを活用するための環境，こういうことが，果たして

今のコンビニにあるかどうかというようなことを，やっぱり，しっかりもう一回検証するべき時期に来てい

るのではないかというふうに私は思います。 

 だから，当初決めたから，もう市内，何百カ所ぐらいこれつけている，だから安心なんだと，こういうよ

うな考え方をするのは楽なんだけれども，そこが間違ってしまっているとすれば，予算の無駄遣いですよと，

こういうことになってしまうので，ぜひ今の，今度５４カ所にＡＥＤを入れるわけだけれども，この講習体

系を本当にどうしていくのか。現実のところ，何回かやって百十何人かしか来ていないということは，２人

しか来ていないんだよ，大体が。そうすると，コンビニは大体３交代，多いところは４交代ぐらいしている

んだよ。そうすると，ＡＥＤが全然わからない人がたくさんいる，そういうコンビニばっかりなんだよ。逆

に言うと，どこに置いてあるんだかわからない人もいるわけ。 

 だから，そういうふうなところで，課長がどんなふうにお考えになっているかわからないけれども，私は

そのように思うんですが，現状分析はどのようにされておりますか。 

○高倉委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 委員御指摘のように，コンビニも２４時間から時間を短縮したり，外国人のアルバイトの方が多数を占め

るような状況となってきております。したがいまして，コンビニにＡＥＤを置き，有効に活用できるかとい

うのが，確かに疑問に感じているところでございます。 

 したがいまして，そういった状況，様子を踏まえながら，今後のあり方については現状を見ながら検討を

させていただきたいと思います。 
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○袴塚委員 課長，俺の質問に合わせなくていいから。 

 さっきは課長さんは，今後もファミリーマートやローソン等に導入していきますよと言ったんだよ。今の

答弁は，さっきのはまずかったから違うんですよという答弁になっちゃったので，そこはやっぱりちょっと，

今日はいいから，もう内部で，よくこのＡＥＤの取り扱い，ＡＥＤの設置状況について消防長を中心に，次

長でもいい，誰でもいいから中心にもう一回ちょっと検討して，私は今のような意見がありますよと，こう

いうことを申し上げたので，そこは私に言われて，私に合わせなくちゃならないという委員会ではありませ

んから，消防は消防の考え方でおやりになっていただきたいし，ただ，そういうことも御考慮いただくよう

な時期に来ているのではないですかという問題提起だけさせていただきます。 

 答弁いいです。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 ありませんか。 

 それでは，暫時休憩します。 

午後 ２時３２分 休憩 

──────────────────────── 

午後 ２時５０分 再開 

○高倉委員長 休憩前に引き続き，委員会を再開いたします。 

 次に，第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 よろしくお願いします。 

 ２０１ページの教育委員会の指導研究経費において，部活動指導員を含む報酬があるかと思うんですけれ

ども，本会議でも質問されていた方もいらっしゃいまして，来年度増員をするという方針でいらっしゃると

思うんです。 

 それにかかわって，何といっても昨年の７月に教育委員会として，運動部活動の活動方針の策定もなされ

ました。教職員の働き方改革の一環でもあって，長時間労働を是正するという一つの方向としての部活動指

導員の導入だったと思うんですが，まず，新たな活動方針を定められてから半年以上過ぎていますけれども，

その成果としてどのような状況なのか，また，その働き方も改善に大分前進したのかどうなのかということ

についての評価とあわせまして，来年度，部活動指導員をどれだけふやして，どういった配置をお考えなの

か，長時間労働の是正に向けた方策も含めてお答えをいただきたいと思います。 

○高倉委員長 小川総合教育研究所副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 部活動指導員につきましては，昨年度６月の補正予算で認めていただきまして活動を開始いたしました。

顧問教師のかわりに，部活動の練習計画の作成を含めまして専門的な指導や大会の引率などを行っていただ

いております。 

 ２月末現在ですけれども，合計で約５００時間の指導が行われております。それによりまして，専門的技

能の向上や教員の負担軽減を図ることができたと考えております。 
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 また，昨年度，今年度と，この２カ年にわたる実践を検証いたしまして，部活動指導員制度が部活動の質

的向上，それに非常に効果があると考えられることから，各学校の要望を踏まえまして県との協議を行い，

来年度は今年の５名から８名へと増員することとしまして，現在，指導員さんの確保に向けて検討を進めて

いるところでございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 具体的に，その５００時間の指導の実績が，もちろんごく一部なので，全体にどうかという評

価は難しいかもしれませんが，先生たちの時間外労働の削減に結びついているというふうに見られるのかど

うなのか，その辺はどうなんでしょうか。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 部活動指導員につきましては，顧問なしで単独での指導を行うということが原則でございますので，当然

この５００時間という時間につきましては，その顧問教諭の軽減が図られていると考えております。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうですね。事前に詳しくお聞きすると言っていないのであれですが，平成２８年８月，

ちょっと古い調査では，水戸市で全教員の３割，３６０人ぐらいが８０時間以上働いていらっしゃる。

１００時間以上も，うち１９０人くらいいらっしゃるという，私の手元にはそういうデータがあるんですけ

れども，それが改善をしたという目に見える形というのはあるのかということを聞きたいんですが，もしわ

かればでいいんですが，難しいですか。 

○高倉委員長 鎮目学校管理課長。 

○鎮目学校管理課長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 部活動指導員の成果ということと直結するかどうかわかりませんが，さまざまな施策，あるいは学校の意

識改革も含めて，直近でいきますと本年１月，中学校の教員の８０時間以上の勤務につきましては，前年度

２２％，それが本年度は１０.４％ということで，半分以上減っているという数値からも，さまざまな部分

で意識改革も含めて進行していると考えております。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 そうですね。ちょっと質問の趣旨がずれていたと私も思います。 

 全体の運動部活動方針の策定や，いろんな業務軽減や，いろんな取り組みを通じてでなければ，これはで

きないと思うので，その成果については努力されていることは大変いいことだと思いますし，次年度もその

ようにしていただきたいなというふうに思います。 

 それから，次の質問ですが，学校施設のトイレの洋式化の予算が２０５ページだと思いますが，こちらは

小学校で，中学校も出ていると思うんですが，当初予算の概要にもそのことが出ておりました。 

 トイレについては，２億２,５２０万円が予算化されていますが，大規模改造が千波小と五軒小，それか

ら便器洋式化が小学校４校，中学校３校という位置づけなんですけれども，恐らく，大規模というのはトイ

レ全体をリニューアルするんだと思うんですが，便器を洋式化するというのは，和式の洋式化なんだろうと
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思いますが，要するに選定をする何か基準というのがあるんでしょうか。 

 といいますのは，トイレは使い勝手としての洋式化というのはもちろん必要だと思うんですけれども，に

おいだったり，全体の老朽化だったり，衛生的な面でやはり全体リニューアルを希望するところのほうが，

恐らく多かろうという想像はされるんですけれども，この考え方はどういうふうになっているのか，お聞か

せいただければというふうに思います。 

○高倉委員長 塙学校施設課長。 

○塙学校施設課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 トイレの洋式化に当たりましては，大規模改造工事といわれますものに関しましては，委員御指摘のとお

り，大規模なリニューアルということで，トイレ全体を直すというものでございます。こちらに関しまして

は，長寿命化改良事業までの期間がある程度ございまして，その中でもトイレの部分の設備的な老朽が激し

い学校に関しましては，大規模改造という形での工事を進めてまいります。 

 それ以外の学校に関しましては，先ほど，委員御指摘のとおり，和式便器を洋式化するというものを進め

てまいります。そちらの順番に関しましても，トイレの状況─和式便器を単なる洋式化することが簡単

にできるもの，もしくはトイレのブースといわれます，トイレの周りまで直さなくてはならないもの等，学

校によりさまざまな状況にございます。そのような学校の状況を確認しながら工事を行う順番関係を決めて

いくつもりでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 予算で出ている学校数，小学校４校，中学校３校というのは，これから選定という意味ですね。

わかりました。 

 教室とトイレの配置関係において，やはりかなり厳しいといいますか，そういう環境のクラスも中にはあ

るのではないかなと思いますので，ぜひ学校の要望や現場をよく見られて，速やかにこれができるような選

定作業をスピーディーにやっていただきたいなということを要望しておきたいと思います。 

 それから，給食関係ですけれども，給食室にエアコンをつけるというのが，小学校６校，４２０万円とい

う予算が組まれておりますが，これについては何か年次的に，小学校はたくさんあるわけですけれども，既

についてある学校があるのか，具体的に学校も決まっているのかというあたりをお聞きしたいということと，

あわせて，調理業務の民間委託については，毎度，安上がりな委託についてはすべきではないのではないか

という意見を申し上げてきたんですが，今年度は見川小１校でしたけれども，来年度は３校ということです

が，これは例年のこれまでの委託の状況から見ても多いと思いますけれども，その理由はどういうことなの

かということをお聞きしたいと思います。 

 以上，お願いいたします。 

○高倉委員長 大和学校保健給食課長。 

○大和学校保健給食課長 田中委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，給食室の空調機の設置整備についてですが，単独調理校が小学校で２９校ありまして，現在，空調

機がついているのが２校で，平成３１年度に長寿命化工事に合わせて設置される１校がありまして，残り
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２６校について，今年度６校について実施設計の予算がついております。 

 今後につきましては，年次的に６校ずつ，早急にエアコンのほうを設置していく予定でございます。最初

の６校につきましては，現在，建築課や学校施設課など，関係各課と協議をして，今後，実施校については

決定していく予定でございます。 

 それから，今年３校，民間委託の学校がふえまして，３１年度は１０校，民間委託に予定しております。

３校という多い理由についてですが，今年度退職する調理員の退職の人数に合わせまして，あとは各学校の

配置基準等を照らし合わせまして３校と決定いたしました。 

 以上です。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 わかりました。 

 教育費としては最後で，２１９ページに，少年自然の家費がございます。 

 予算の概要でも，天体観望会充実事業ということで，可搬型プラネタリウムの導入というのがあります。 

 これは４６０万円ですから，そこそこの予算だなと思っていたんですが，どういったものなのか。活用方

策といいますか，少年自然の家で使うという意味なのか，あるいは出張して，何か小学校とかいろんなとこ

ろで活用できるものなのか。また，どういった仕様なのか，あわせてお聞かせいただきたいです。 

 そういう積極的に使えるものであれば活用してはどうかということも思うわけですが，お聞かせいただけ

ればと思います。 

○高倉委員長 大澤生涯学習課長。 

○大澤生涯学習課長 ただいまの質問に対しましてお答えいたします。 

 今年度，備品購入費としまして，プラネタリウム投影機とエアドーム一式の購入計画をしております。 

 主な概要でございますが，エアドーム直径７メートル程度でございます。高さが５メートル程度でござい

ます。この７メートルの直径による大きさをもって，そこに投影機でプラネタリウムを見ていただくという

ような備品でございます。 

 この備品購入計画につきましては，少年自然の家におきまして，月２回の観望会，あるいは学校や市民セ

ンター等で移動天文車を活用した天体観測会を開催しておりますが，雨天や曇りの天気等で天体を観測でき

ないことも多いわけでございます。その際，画像等を使いながら，星座や宇宙に関するミニ講演会等がこの

備品購入をもとに実施できますれば，さらに幅広い授業が展開できるのではないかというようなことでござ

います。 

 以上でございます。 

○田中委員 わかりました。いいです。 

○高倉委員長 ほかにございますか。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません。まず，ヒカリモ，２１０万円で生息地調査となっているんですけれども，これは

何か一向に進捗しないんだけれども，どういうふうになっているんでしょうか。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 
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○白石歴史文化財課長 ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

 現在，ヒカリモにつきましては，水戸第二高等学校の生物関係の皆様と一緒に水質調査などを実施してい

るところでございます。今後，引き続き水質調査や培養等に向けた調査研究を実施してまいります。 

 また，ヒカリモにつきましては，富津市など生息地の皆様との事務担当者会議を新たに開催してまいりた

いと考えております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今の事業，前回は水戸二高の実証実験とか何かというのが入ったんだけれども，今回はそれは

もう終わったの。今言わなかったけれども。それは終わっているのかどうかというのが１つある。 

 成果がどうなっているのかというのが１つあって，問題は２１０万円という予算で，これで何ができるの

というふうに思っているんだけれども，やっぱりやるならばしっかりやらないと，現実の問題として，ほか

ではもう光が消えちゃったのが光るようになって復活したり，これの気象条件─光と湿度と水質だけだ

と思うんですよ。今の科学で，そんな３年も５年もかかって，これが満足に成果が上がらないなんていうの

は，ちょっと考えられないんだけれどさ。どうなんですか，その辺は。 

 というのは，やっぱりヒカリモというのは，自然界の中にあってはすばらしい資源であり財産だと思うん

ですよ，水戸の。これをやっぱり観光資源の一つとして培養して，そういう施設の中で常時見られることに

よって観光が云々という答弁も，これまで何度かあったよね。その辺がどうも，もう何か消えちゃって，今

話が出るのは二の丸角櫓と，それしかないんだよ。 

 そうじゃなくて，やっぱり２面性，３面性を持って，そういうのをやっていくということが大事だと思う

んですけれども，このヒカリモの２１０万円の使い方というのはどんなふうな状況なんでしょうか。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 

○白石歴史文化財課長 ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

 新年度は，前年度の倍となる２００万円を超える予算を新たにつけさせていただきました。新年度につき

ましては，引き続き培養等に向けた調査研究を行うということで，より専門機関のほうに当たりまして調査

研究をやっていきたいと考えております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ヒカリモは最後にします。 

 この２１０万円で最終的にどこまで行けるんですか。 

 この２１０万円を予算，今回とりました。前回よりもふやしましたと答弁いただきました。最終的に，来

年度のこの２１０万円を使ってどこまで行こうとしているんですか。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 

○白石歴史文化財課長 ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

 成果としてどこまで出せるかはやってみないとわかりませんけれども，調査研究を続けまして実態を明ら

かにしていきたいと考えています。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 さっきもちょっと言ったけれども，自分のポケットマネーでそんなに好き勝手にまぜたり何だ
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りしているんならいいけれども，市の予算なんですよ，市の予算。 

 市の予算を使うということは，やっぱりある程度の成果を上げるという，少なくとも，そういうことがな

ければだめよ。最終的にこの２１０万円を使うことによってどこまで，例えば，ヒカリモの培養の一歩手前

まで行くんだとか，来年度を積み重ねることによって来年は光りますよとか，やっぱりそういう目標がない

と。 

 何か１００万円になってみたり，２１０万円になってみたり，何だかわからないけれども，水をまぜたり，

何かやっているぐらいしかやっていないのかななんて思っちゃうんだよね。これ，役務費とか何かもあるわ

けだから。 

 そうすると，その辺の目標をしっかり立ててやっていただきたいというふうに思います。 

 それから，ごめんなさい。給食なんだけれども。 

 給食は，原材料費が，やっぱり今度消費税が１０％に上がる。そして今，要するに子どもたちの栄養源と

いうのは，いわゆるカロリーベースでは十分足りているけれども，なかなかその栄養価，実効性からいくと，

ちょっときつくなっちゃっていますよと。給食費の値上げをどうするんですかというようなことを，今まで

随分やってきたと思うんですね。 

 これが無償化になれば問題ないんだけれども，今のところ公会計の中でいただいているという状況になっ

たときに，今年度の１０月の消費税導入とともに，この給食の栄養面の改善，こういったものをどんなふう

に考えておられるのか，考えがあればですよ。 

 なぜこれを聞くかというと，今なかなか，うちの中できちんとした食事をとるという生活習慣が，非常に

厳しい御家庭もあるわけですよ。朝も食べてこない，お昼の給食が何よりのごちそうだと，こういった方も

おいでになるわけですね。そういう子どもたちを，いかに食の満足感を与えるような給食を出せるかという

のも，この給食の一つの力だと思うんですよね。 

 フードロスとか何かいろんなことを言われていて，まちの中には子どもを集めて食事を食べさせるような，

そういうところもありますよ，現実には。でも，やっぱり給食という状況の中では，しっかりとそういう役

割を担っていくということも一つだと思うんですが，これについては何かお考えがおありなのか，消費税

１０％を控えた中で，ただ単に消費税分の上乗せをして給食費を考えていこうとしているとか，１０月まで

にはそういったところも含めて検討していくんだと，こういうふうなお考えが一部あるのかどうか。 

 大体，答弁のパターン，３つぐらいお話ししましたけれども，その中でお選びいただきたい。 

○高倉委員長 大和学校保健給食課長。 

○大和学校保健給食課長 袴塚委員の質問にお答えいたします。 

 給食費のほうは，少ない予算の中で栄養価も充実したものを，栄養士のほうが細心の注意を払って献立を

立てておりますが，その中でも，やはりもう少し予算が欲しいとかいった意見もあります。 

 その中で，あとは今，地場農産物の活用につきましてということで，農業技術センターのほうに水戸市産

の地場農産物を活用した取り組みとして予算がついておりまして，その中で子どもたちへの地産地消，食育

にもつながることから，産業経済部とも連携をしながら，給食のほうに来年度も引き続き取り入れていきた

いと思っております。 
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 給食費の徴収額につきましては，栄養士の方が集まっている学校給食会等の意見を踏まえるとともに，こ

れまでの物価上昇の推移の経済状況，あと，１０月の消費税値上げに伴う物価の影響などに注視しまして，

適正な金額を検討してまいりたいと考えております。 

○高倉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 給食費については，値上げすることだけが能ではないというふうに僕も十分わかっています。 

 今，地産地消という中で，地元の農産物を活用しますよと，この中にはＡ級品もあればＢ級品もあるわけ

ですよ。最近，６次農業化ということでＢ級品を商品化，加工して，そして，できるだけ生産コストを低め

ようと，こういう努力もしているわけだけれども，やっぱり学校給食なんかも，地場産品を扱いながら，曲

がったキュウリとか，太くなっちゃった大根とか，要するに正規の販路に乗らない，そういったものを活用

するとかという努力もしていくと，コストはかなり下がるというふうに思うんですよ。 

 そういうことも努力をしながら，いただくものはきちんといただいて，そして，栄養価の高い食材を提供

していただいて，やはり子どもたちの健康を守ると，こういうような姿勢でぜひ努力をしていただきたい。 

 値上げできるか，できないか。値上げすることがいいということじゃないですけれども，いずれにしても

消費税はもうぎりぎりですから，転嫁しなくちゃ恐らくできないと思うんですよ。消費税の吸収は今の給食

費の中ではなかなか難しいと思うんです。そうすると，このチャンスに栄養も含めた部分でどう給食のこと

を考えていくのかという基本的な考え方を，しっかりと栄養士さんを中心にまとめていただいて，そして，

子どもたちの健康を守っていただきたいと，意見だけ申し上げておきますので，よろしくお願いします。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

 田中委員。 

○田中委員 すみません。終わると言ったのに，１つちょっと抜かしてしまいました。 

 図書館なんですけれども，学校図書館支援事業について，この当初予算の概要にも支援員さんを増員する

というのが出ていました。 

 学校図書館の本の整理やデータの一括管理の途上だと思うんですが，来年度中の到達見込みと増員による

効果という点で，どのような構想をお持ちかということをお聞きしたいと思います。 

 私も図書館協議会の委員でもあって，こういうさまざまな図書館団体，読み聞かせの会の方々からの要望

も出ておりましたけれども，司書の配置に向けた積極的な展開を希望する声が多くありましたので，その点，

計画をお聞きしたいと思います。 

 それから，あわせてお子さんに本を渡すブックスタートという事業について，保健センターの健診に合わ

せてやっているけれども，その数が減っているというようなお話があったように記憶をしておりますけれど

も，その状況と，何か改善策を，新年度お持ちであれば，あわせてお聞きしたいと思います。 

○高倉委員長 松本中央図書館長。 

○松本中央図書館長 ただいまの田中委員の質問にお答えいたします。 

 学校図書館の支援員につきましては，平成３１年度，支援員を２名増員し，９名体制とすることで，週

１回程度の巡回を行うこともあります。また，現在，蔵書のデータベース化が中心になっているところでご

ざいますが，そのほかにも子どもたちの読書活動推進に向け，さらなる充実を図っていきたいと思っており
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ます。 

 ブックスタートの件につきましては，保健センターでの，以前，６カ月児の集団健診というところでの配

付が主でございましたが，育児相談という中での配付になって，希望者ということで若干今までよりも配付

数が下がっているところでありますが，こちらにつきましては，現在，内部のほうで検討してまいりまして，

配布方法や配布時期，集団の育児相談だけに頼らない形での方法というのを，現在検討しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 小泉委員。 

○小泉委員 すみません。 

 教育に関しては，新しい事業がめじろ押しなんですけれども，全部やったら切りがないので，まず，グ

ローバルプランの推進とキャリアプランの推進について，中身ちょっと，主要どころを教えていただければ

と思います。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 グローバルプランにつきましては，予算の概要のところに出ております，チャレンジプラン，グローバル

プラン，キャリアプラン，ふれあいプランというところで新規ということになっております。 

 こちらにつきましては，これまで，まごころプラン，さきがけプラン，ふれあいプランというプランがあ

りましたが，そちらのほうのプランの見直しということで組みかえたものでございます。 

 内容といたしましては，グローバルプランは，こちら資料にございますように，水戸市の特色でもある英

会話教育，それからＩＣＴ教育，次世代エキスパート育成事業というものが主な内容となっております。 

 もう一つはキャリアプランでしたか。キャリアプランにつきましては，やはり資料にありますように，郷

土教育，それから，芸術館と連携した芸術教育，そして，船中泊を伴う自然教室，職業体験という，こちら

の事業が内容となっております。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 すみません。 

 概要の内容は，そこの部分はわかるんですけれども，例えば，グローバルプランに関しては，学校の先生

がこちらを展開していくというところですか。民間のところで活力をいただくとかそういうのではなくて，

学校の先生がこの事業をやっていくと。 

○高倉委員長 小川副所長。 

○小川総合教育研究所副所長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 いずれのプランにつきましても，全て水戸市として推進していくものでございます。民間ではなくて，水

戸市の事業として展開していくものでございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 
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○小泉委員 ＩＣＴを活用した情報教育の推進というのも，要は名前ばかりじゃなくてタブレットが導入さ

れたから，全てＩＣＴ関連教育が革新的に進んでいるのかというわけではないと思うんですよね。その内容

が非常に重要であって，それはもう先端のところというのは物すごく，本当のエキスパートの教育等々も

やっていると思うので，そういったところはぜひ先進事例も参考にしながら，本当に水戸に全国から視察に

来るぐらい先進的な取り組みをやっていただかないと，ここで予算計上して新しい事業をやりますと言って

も絵に描いた餅になっちゃうと思うので，そこに関してはぜひ，我々としても大いに期待をしたいと思って

おりますので，お願いしたいと思います。 

 キャリアプランに関しても同様でございますので，今までの事業の継承というところも多いとは思うんで

すけれども，ぜひ特色を生かして，やっぱり本当に中身ですぐれていると，また，教育を受けた子どもたち

が，すぐには成果が出るものと出ないものがあると思いますけれども，これらの事業を本当に契機に，呼び

水に，優良，優秀な人材が育成されることを期待したいと思いますので。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 それでは，第２表継続費中第３款（民生費）及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管

分並びに第３表債務負担行為中文教福祉委員会所管分について質疑のある方，発言を願います。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 それでは，議案第２６号については，若干質疑を残しておりますが，先に進めさせていただ

きたいと思います。 

 次に，議案第２７号 平成３１年度水戸市国民健康保険会計予算について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 来年度の国民健康保険会計についてであります。 

 これについては，税率改定はされず据え置くということになって，値上げしないということはほっとして

いるというか，よかったなと思っていますが，県に対する納付金が平成３０年度と比べ大分減るということ

だと思うんですけれども，前年度と来年度の差はどれぐらいなのか。また，それに伴うといいますか，全体

の会計の推移からして，繰越金が一定余裕があるのではないかというふうに思うんですけれども，その状況

についてもお聞きしたい。 

 いわゆる法定外繰り入れ，一般会計繰り入れについては，それを努力すれば引き下げも可能ではないかと

いう主張を，私ども繰り返してきましたが，法定外繰り入れについては，次年度どういう予定なのか，ない

のか，あわせてお聞きしたいと思います。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 田中委員の御質問にお答えいたします。 

 県から示されました，本市の平成３１年度の国保事業費納付金につきましては，７３億４,６５４万

７,７６８円でございます。前年度と比べまして約７億４,４００万円の減となってございます。 

 ３０年度，今年度の繰り越しの見込みということでございますけれども，２月の時点で私どものほうで試
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算したところによりますと，今年度の見込みといたしましては，二億数千万円の繰り越しが発生するのでは

ないかなというふうに見てございます。また，３１年度の法定外繰り入れにつきましては，前年度，３０年

度と比べまして，約１億円の減となる見込みでございまして，金額といたしましては，３１年度は１億

１,８００万円程度を見込んでございます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 田中委員。 

○田中委員 これはいろいろ議論が尽くされているので余り繰り返しはしませんけれども，従来，県単位化

に伴って６億円程度入れなければ値上げが避けられないので入れるというような計画があったというふうな，

私は認識なんですね。そういう点でいくと，会計が好転をして，今，法定外は１億１,８００万円というこ

とですけれども，基本的な引き下げのための法定外繰り入れというのは現実になくて，繰越金も一定出ると

いうことであれいば，やはり国保税が現実に高いという認識からすると，一定，その繰り入れを行った形で

の引き下げを検討すべき時期にあるのではないかというふうに，改めて思うところなんですけれども，市の

考え方を最後お聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 川津国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 平成３１年度の国保税につきましては，先ほど申し上げましたとお

り，県への納付金が７億４,４００万円ほど減額になってございます。 

 しかしながら一方で，被保険者数が減少していることに伴います国保税の収納額自体も減少する見込みで

ございます。このことから，平成３１年度につきましても国保財政の状況は厳しいものと見込んでございま

す。 

 また，２０２０年度からは，過年度分の国庫支出金等の精算金等が，国保事業費納付金に算入されること

となることから，一定の財源確保を将来に向けてする必要があると考えてございます。 

 さらに，水戸市の国民健康保険運営協議会におきましては，高度医療や高額医薬品の普及拡大，あるいは

流行病などによる保険給付金の増大に備える必要があるとの意見もいただいております。 

 また，国保制度改革はまだ１年目の状況でございまして，今後の県の国保財政の運営状況や，本市の国保

事業の推移を見きわめる必要があるとの意見もいただいているところでございます。そのため，これらを踏

まえまして，２０１９年度の国保税率については，長期的な視点に立ちまして据え置きとしたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第２７号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第３４号 平成３１年度水戸市介護保険会計予算について質疑のある方は発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 介護保険については，平成３０年度から要支援１・２の方のサービスが介護保険から総合事業

に移ったと思います。 
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 それで，まもなく１年終わるんですけれども，その結果としてどういう評価をされているのか。私どもは，

いわゆる介護保険外しじゃないかと，サービスが低下しないかという懸念を申し上げながら意見を言ってき

たんですけれども，現状，どういうふうな評価をされているのかということであります。 

 あと，新年度の予算概要には，住民主体の生活支援サービス活動補助としての予算が組まれているわけで

すけれども，その中身はどういったものなのか。ＮＰＯの補助対象がふえるような状況にあるのか，あるい

は同じような状況なのか，あわせてお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 介護保険会計でございますけれども，地域支援事業に関しましては高齢福祉課の所管になりますので，私

のほうで答えさせていただきたいと思います。 

 平成２９年度に総合事業に移行期間がございまして，３０年度から総合事業の展開を始めたところでござ

います。もともとの介護の関係に関しましては，会計が総合事業に移ったというだけで，中身に関しては何

ら変更はないと感じております。 

 また，総合事業になりましたことで，地域支援事業ということでいろいろ多様な事業を展開するようにな

りまして，新年度予算のほうに入っています生活支援サービスの補助，こちらのほうも総合事業の地域支援

事業の中の事業として展開してございます。こちらの事業は３０年度から始まったものでございまして，ボ

ランティア団体が担い手となりまして，高齢者のお宅のほうにいろいろなサービスを実施するという事業で

ございます。当初，３団体がその担い手の団体として手を挙げてくださいましたけれども，今実際に活動し

ているのは２団体になってございます。３０年１０月から活動を開始いたしまして，現在のところ，延べ

５０回ほどサービスを展開しております。 

 内容といたしましては，ごみを出す作業ですとか，清掃作業ですとか，窓掃除ですとか，そういう作業に

はなってございますけれども，今までの専門の方がやるヘルパーさんの仕事とは違いまして，１時間という

時間の中で，例えば最初にお願いした仕事が家のお部屋のお掃除だった。１時間以内に終わってしまって時

間が余ってしまったよといったときには，融通をきかせて，かわりに，ついでに電球も取りかえてあげま

しょうとか，そういった融通がきくような事業になっていますので，利用者様から見ては使い勝手のいい

サービスになっているかと思っております。 

 まだ５０回ほどの提供ではございますけれども，それは担い手となりました団体さんが活動を開始したば

かりだということで，本格的な活動をするまでに少し猶予期間が欲しいということで，また，水戸市内の事

業者さんには大々的な宣伝をしておりませんで，今は８カ所の高齢者支援センターがつなぎ役となっている

だけでございます。ですが，新年度からは水戸市内の事業者のほうにも，そういう担い手さんの活動がある

よということを周知させていただきまして，その事業のほう，さらに大きく展開していきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○高倉委員長 よろしいですか。 

○田中委員 いいです。 
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○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第３４号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第３５号 平成３１年度水戸市介護サービス事業会計予算について質疑のある方は，発言を願

います。 

 綿引副委員長。 

○綿引副委員長 すみません。１点だけ。 

 昨日の議案説明のときに，議案書だと②の４３５ページ，４３６ページですけれども，前年度比で歳入歳

出で約２割の減になっているんですが，まず，減った要因を教えていただきたいのと，昨日の説明で私が記

憶している限りでは，ケアプランの作成とか，利用者がふえたというふうな説明を受けた記憶があるんです

が，今一度説明をお願いして，あと減った分の理由の説明をお願いします。 

○高倉委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 こちらの事業に関しては，減少している事業でございます。 

 といいますのは，もともと要支援１・２のケアプラン作成のほうは，こちらの会計のほうで実施していた

んですけれども，総合事業ができました結果，要支援１・２の中でサービス会計のほうに残ったケアプラン

というのが，専門職さん─訪問看護ですとか，あとは通所，リハビリといった専門職さんのサービスが

入る，そういったサービスに関してのケアプラン作成が介護サービス事業のほうに残りまして，ほかのもの

が，こちらの地域支援事業のほうに移りました。移ったほうがちょっと件数が多かったということで，結果，

サービス事業会計のほうが減少したということになってございます。 

 以上でございます。 

○綿引副委員長 わかりました。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第３５号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第３６号 平成３１年度水戸市後期高齢者医療会計予算について質疑のある方，発言を願いま

す。 

 田中委員。 

○田中委員 １点だけお伺いします。 

 軽減制度の変更があると思うんですね。保険料について，７割の軽減をもとに戻すということだったで

しょうか。具体的に，次年度計画があると思うんですが，その内容を，どういった方が対象かということも

含めてお聞かせいただきたいと思います。 

○高倉委員長 川津参事兼国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 後期高齢者医療の保険料のうち，均等割についての軽減特例の見直

しについての御質問かと思います。 
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 軽減特例につきましては，世帯の所得金額が低い方につきまして，その所得金額に応じまして，２割，

５割，７割の軽減割合が適用されることとなってございます。ただし，現在は７割軽減につきましては暫定

的な措置といたしまして，国の予算措置により，所得金額に応じまして８.５割，または９割軽減と，軽減

割合を上乗せして実施されてきているところでございます。 

 この軽減特例措置につきまして，世代間の負担の公平性を図る観点から見直しがされる見込みでございま

す。 

 実施時期につきましては，消費税率の引き上げによる財源の確保を活用した社会保障の充実策といたしま

して，介護保険料の軽減強化及び年金生活者支援給付金の支給開始に合わせまして，平成３１年１０月から

の見込みとなってございます。 

 見直しの具体的な内容といたしましては，現行の９割軽減につきましては平成３１年１０月以降，２割の

上乗せ軽減が廃止され，本則の７割となる見込みでございます。３１年度通年でならした場合の軽減割合は

８割軽減となる見込みでございまして，次年度以降の２０２０年度以降は７割軽減となります。また，現行

８.５割軽減につきましては２０２０年９月までは国庫補助等によりまして，現行の８.５割軽減を継続する

こととなってございます。２０２０年１０月からは本則の７割軽減となりますので，２０２０年度は通年で

慣らしますと７.７５割軽減となる見込みでございます。その後の２０２１年度以降は７割軽減になるとい

う内容の見直しでございます。 

 以上でございます。 

○田中委員 いいです。大丈夫です。 

○高倉委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第３６号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第４０号 水戸城大手門復元整備工事請負契約の変更について質疑のある方，発言を願います。 

 田中委員。 

○田中委員 埋蔵文化財が見つかったというのはそのとおりなので必要なんだろうと思うんですが，避雷針

というのが追加されていますけれども，その追加というのは当初より必要だったんじゃないかという素朴な

疑問と，それから，樹木の伐採というのが入っていますが，これは直接，復元工事の区域とは違うような気

もしますが，必要だからやるんでしょうけれども，その理由等についてお聞かせいただきたいんですけれど

も。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 

○白石歴史文化財課長 ただいまの田中委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，避雷針の件でございますが，今回の大手門につきましては高さ１３.３メートルということで，建

築基準法では避雷針が必要でない建物となっております。ところが，平成２９年７月に犬山城のしゃちほこ

に雷が落ちまして，しゃちほこが破損してしまったという事故がございましたので，そういうことがないよ

うに設計変更をしまして避雷針を設置することとしたものでございます。 

 次に，樹木の伐採でございますが，こちらにつきましては，強風による樹木の枝葉の落下によりまして，
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通行者からの苦情が相次ぎまして，工事の継続になかなか困難ということになりかねないということになり

ましたので，協議しまして，樹木を伐採して，苦情をシャットアウトしたものでございます。 

○田中委員 後段の説明は以外だったので，ちょっとびっくりしたんですけれども，要するに，施設完成後

の景観とか見た目の話じゃなくて，工事を執行するための対応という意味なんですね。そういうことなんで

すね。そういうことでいいですか。 

○白石歴史文化財課長 はい。 

○田中委員 枯葉の問題であれば，別に門をつくろうがつくるまいがあるんじゃないかと思ったんだけれど

も，ちょっともう一度だけ説明してください。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 

○白石歴史文化財課長 大手門を整備するに際しまして，土地を購入して水戸市のものとなったという事情

もございます。 

 それに伴いまして，今までは言われていなかった苦情が明らかになりまして，水戸市のほうにしばしば苦

情が寄せられまして，また，枝葉が落下しまして通行者に当たるという危険を回避するためにも，そういう

ことを実施いたしたようであります。 

○田中委員 いいです。わかりました。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 ちょっと僕も疑問点があるんですけれども，この変更理由である，大きく２点だと思うんです

けれども，その予算内訳を教えてほしいんですけれども。 

○高倉委員長 白石歴史文化財課長。 

○白石歴史文化財課長 ただいまの小泉委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，工事の直工費の金額で申し上げます。樹木の伐採につきましては３１７万円でございます。遺構の

試掘の金額が６０７万円でございます。また，仮設通路の階段の仕様変更並びに仮設がえで，こちらが

２７１万円でございます。さらに，避雷針につきましては１２２万円でございます。 

○高倉委員長 小泉委員。 

○小泉委員 わかりました。 

 苦情のお話だったり何だり，今の田中委員の質問からの答弁でわかったところもあるんですけれども，

ちょっと，ややもすると，犬山城の話がありましたけれども，何か事前に追加ありきだったんじゃないのと

見られるような形でも思うので，やっぱりその辺は事前に，その建物を建てて避雷針が必要かどうかとか，

きちんと設計段階からそれはもう判断もできたんじゃないかなというのが，ちょっと指摘を１点させていた

だきたいと思いますので，その際の例で言うと，私の地元の台渡里のほうにも，神社仏閣が落雷によってい

まだに仮設で，それが官衙遺跡が進まない一つの要因だったりというのもありますけれども，そういったの

を考えれば，ある程度復元工事にしても，これからの，例えば建築物に関して避雷針というのはセットのよ

うな気もするので，その辺は今後こういったことがないようにお願いできればと思いますのでよろしくお願

いします。 

○高倉委員長 ほかにございますか。 
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 ないですか。 

 ないようですので，議案第４０号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第４１号 水戸城二の丸角櫓復元及び土塀整備工事請負契約の変更について質疑のある方，発

言を願います。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第４１号についての質疑を終わらせていただきます。 

 次に，議案第４３号 平成３０年度水戸市一般会計補正予算（第６号）中第１表中歳出中第３款（民生

費），第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管分並びに第

２表継続費補正中第４款（衛生費）中文教福祉委員会所管分及び第１０款（教育費）中文教福祉委員会所管

分について質疑を行います。 

 なお，第１表中歳出の質疑の進め方についてでございますが，議案第２６号と同様，款ごとに分けて質疑

を行ってまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

〔「一括でいいんじゃない」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 一括でよろしいですか。 

〔「一括でいいよ」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 それでは，一括で質疑を行ってまいりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，質疑のある方，発言を願います。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○高倉委員長 ないようですので，議案第４３号についての質疑を終わらせていただきます。 

 それでは，暫時休憩いたします。 

午後 ３時４７分 休憩 

──────────────────────── 

午後 ３時４８分 再開 

○高倉委員長 それでは，委員会を再開いたします。 

 議案第２６号についての質疑を残しておりますが，本日のところはこれで閉会をさせていただきまして，

１８日，月曜日の委員会において，質疑を再開させていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは，以上をもちまして，本日の文教福祉委員会を散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時４８分 散会 

 


